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序     文 
 

キルギス共和国は、かつては種子の生産適地として旧ソ連における種子供給地として発展して

いましたが、ソ連崩壊に伴い生産量が減少し、生産体制の構築と技術の更新が課題になっていま

す。こうした状況下キルギス共和国政府は、種子の生産技術に係る技術協力を、わが国に要請し

ました。 

日本国政府は同要請に基づき、優良種子生産技術向上プロジェクトに係る詳細計画策定調査を

行うことを決定し、当機構が2012年8月25日から同年9月16日まで調査団を現地に派遣しました。 

この報告書が本プロジェクトの推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立

つことを願うものです。 

終わりに、調査にご協力とご支援を頂いた関係各位に対しまして、心より感謝申し上げます。 

 

平成24年12月 

 

独立行政法人国際協力機構 

農村開発部長 熊代 輝義 
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事業事前評価表 
 

独立行政法人国際協力機構 農村開発部 水田地帯第一課 

１．案件名                                        

国 名：キルギス共和国 

案件名：和名 輸出のための野菜種子生産振興プロジェクト 

英名 The Project for Promotion of Exportable Vegetable Seed Production 

 

２．事業の背景と必要性                                  

（1）当該国における農業セクターの現状と課題 

農業はキルギス共和国（以下、「キルギス」と記す）の基幹産業であり、GDPの22％を占め、

人口の33％が従事している。乾燥し晴れの日が多い気候と山岳地帯の積雪による安定した水

源に恵まれ、80万haもの灌漑用地が整備されていることにより、キルギスはソ連時代は種子

の一大生産地であった。しかし、1991年のソ連の崩壊に伴い、種子の生産技術の更新や普及

システムの構築がなされないまま、種子生産量は著しく減少している1。 

キルギスの種子生産振興を所管する農業・土地改良省（Ministry of Agriculture and 

Melioration：MOAM）の役割は土地管理局種子産業振興課による種子法等の法整備と他の機関

や民間セクターとの調整、及び同じくMOAM傘下の国家種子検査局（State Seed Inspectorate：

SSI）による種子認証の管理と種子や圃場の検査などに限られている。特に野菜種子生産振興

に関してはほとんど国の関与はなく、民間セクター主体で行われており、民間セクターの代

表としてキルギス種苗協会（Seed Association of Kyrgyzstan：SAK）が種子関連の法律や政策へ

の提言、種子生産技術に関する情報交換、海外ドナーからの委託事業の斡旋等を行い、政府

の役割を補完している。 

前述のとおり気候、土壌、豊かな水供給がなされているキルギスでは種子生産のポテンシ

ャルが高く、ロシア等のCIS諸国にとっても、キルギスは安価で高品質な種子を提供できる国

としてニーズが高い。特に野菜種子に関しては本邦種子企業も将来の種子生産基地としてキ

ルギスのポテンシャルを高く評価している。このような野菜種子の将来性を認識し、一般に

保存のきかない生鮮野菜等の生産者のなかには、保存可能で付加価値の高い作物として野菜

種子栽培を行いたいとする生産者も多く確認されている。一方で、民間セクターや政府機関

を含む関係者間の調整や種苗協会など業界団体の海外マーケットへの情報発信及び情報収集

力が不足していること、種子の品質を保証するための検査技術が不足していること、加えて、

海外種子企業と取り引きを行える生産技術をもつ生産者がほとんどなく、また生産者も組織

化がされていないなどの種子生産振興にあたっての障害が確認されている。 

 

（2）当該国における農業セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

キルギスの農業セクターに関する戦略である「キルギス農業産業開発戦略 2020

（Agroindustrial Development Strategy of the Kyrgyz Republic till 2020）」（2012年）においては、

                                                        
1 例えばトウモロコシの種子生産量は9,000t（1990年）～171t（2004年）と約100分の1にまで減少している。（出所：Central Asia 

Seed Association, 2009） 

 



 

ii 

1）農家が小規模、2）農業技術普及・機械等のサービスの不足、3）灌漑システム不足、4）

マーケティング不足、5）種子生産や育種に関する支援不足等の認識が示され、これらの課題

を解決するため、キルギスは、世界銀行、国連開発計画（UNDP）、国連食糧農業機関（Food and 

Agriculture Organization of the United Nations：FAO）などのドナーから支援を得つつ、種子生

産、育種農家支援、牧草管理、持続的な土地管理等さまざまな事業を進めようとしている。

また、2020年までに行うべき優先的な活動の一部として、種子増産及び種子の生産性改善と

種子へのアクセス向上のための政策を打ち出している。具体的には、種子農家の能力向上、

種子生産技術の近代化、育種の科学的かつ技術的な向上をめざしている。加えて、キルギス

最上位の開発政策文書である「中期開発計画（2010～2014年）」では、国家経済を安定的に発

展させるために規制緩和、経済自由化政策、企業化促進などが高い優先順位で示されており、

官民連携による民間セクター振興の方向性が打ち出されている。同文書においては、農協や

農産品加工企業による生産性がいまだ低い点も指摘し、農業用地の法的な環境整備、知的財

産権保護、農協間のネットワーク構築、7～9カ所の種子農場の整備等に取り組むとしている。 

本事業は、MOAMに野菜や野菜種子に特化した専門家が不在の現状下で、政府、民間、学

術研究、生産者協同組合等さまざまな種子生産関係者のプラットフォームの活性化や能力強

化を図るなど、MOAMの脆弱な組織的役割の補完を行うとともに、上記戦略・計画に係る政

府の体制を補完するものである。 

 

（3）農業セクターに対するわが国及びJICAの援助方針と実績 

対キルギス国別援助計画では、市場経済化による経済成長を通じた貧困削減促進を基本方

針とし、重点分野の一つとして農業発展の促進を挙げている。事業展開計画の重点分野「経

済成長のための基盤整備」の開発課題「農業発展/地方振興」では、農業生産力回復のための

農機・灌漑・加工施設の整備などのインフラ面、農業技術改善、農民組織化等ソフトインフ

ラ改善のための包括的施策への協力を行うとしている。そのなかで、本案件は既存のポテン

シャルを生かした形での地方活性化・農村の生活改善等を行う「農村開発プログラム」の下

に位置づけられる。 

主な先行プロジェクトは①バイオガス技術普及支援計画プロジェクト（2007～2011年）、②

イシククリ州コミュニティ活性化プロジェクト（2006～2011年）、③一村一品アプローチによ

る小規模ビジネス振興を通じたイシククリ州コミュニティ活性化プロジェクト（2011～2014

年）であり、特に②で設立した、地域の産業振興について官民合同で連携する「イシククリ

ブランド委員会」と地方政府に代わってプロジェクトの調整を行うNGOである「OVOP協会」

による、政府の脆弱性を補完する実施体制が、本案件の種子生産者クラブとSAKを中心とし

た実施体制のモデルと考えられる。 

 

（4）他の援助機関の対応 

FAOは南部オシュ州を対象地域とし、小麦、オイルシード等の種子を配布するプロジェク

ト：「キルギス共和国における小規模農家への高品質種子アクセス改善（Improving access of 

small-scale farmers to high quality seed in the Kyrgyzstan Republic）及び、自給用の野菜栽培と加

工販売を通じた女性の収入向上をめざすプロジェクト：「脆弱かつ食糧不安定な女性農家への

農業支援（Agricultural assistance to vulnerable, food insecure female-headed households）」を南部
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オシュ州、バト州、ジララバード州で実施中。アガ・カーン財団は、南部オシュ州、ナリン

州の山岳地域の貧困農家対象に10種類の野菜の露地栽培、温室と、中規模の温室栽培を行っ

ている。さらに、米国国際開発庁（United States Agency for International Development：USAID）

は、「キルギス農業投入財・企業開発プロジェクト（Kyrgyz Agro-Input Enterprise Development 

Project：KAED）」（2011年10月～2012年10月）において、食糧安全保障を推進のため農業の生

産性を上げることを目標に、農業機械、種子（主に穀物）農薬、化学肥料などを全国の農家

に配布している。 

 

３．事業概要                                       

（1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

本事業は、プロジェクト対象州のチュイ州及びタラス州において、①種子産業振興のため

の実施体制の強化、②研修農場での研修と農民学校（Farmer Field School：FFS）による種子生

産技術の普及、③種子検査技術の改善、④種子生産の企業化を行うことにより、輸出可能な

品質の野菜種子の生産の増加を図り、もって、野菜種子の輸出量の拡大に寄与するものであ

る。 

 

（2）プロジェクトサイト／対象地域名 

キルギス北部のチュイ州並びにタラス州 

 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

対象州における野菜種子生産農家約500名 

MOAM種子産業開発課職員4名 

SSI職員14名 

SAK職員6名 

キルギス・シュガービート試験研究所（Kyrgyz Selection Station on Sugar Beat：KOSS）職員

約5名 

 

（4）事業スケジュール（協力期間） 

2013年2月～2018年1月（計60カ月） 

 

（5）総事業費（日本側）5億円 

 

（6）相手国側実施機関 

1）MOAM土地管理局（MOAM Department for Land Management） 

2）SSI 

3）SAK 

4）KOSS 

本事業では、土地管理局を主たる実施機関としながらも、その役割は法整備と関係政府機

関の機能を統合し円滑に本事業を進めていくためのものと限定する。現場レベルの直接的な

カウンターパート（Counterpart：C/P）は、SAK、KOSS、及びSSIとなる。 
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（7）投入（インプット） 

1）日本側 

長期専門家：チーフアドバイザー、野菜種子生産、業務調整/研修計画 

短期専門家：野菜種子生産、農業研修、植物/種子病理、種子検査、FFS、昆虫学、その

他 

供与機材等：車両、種子選別機、検査機械、発電機、育苗ハウス、F1採種ハウス、小型

トラクター 

研修員受入：本邦研修、第三国研修等 

2）キルギス側 

人員配置（MOAMからプロジェクト・ディレクター1名、プロジェクト・マネジャー1名、

C/Pとして土地管理局、SSI職員、SAK職員、KOSS職員を各1名）、日本人専門家執務室を

MOAM（於ビシュケク）内に設置する。 

 

（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1）環境に対する影響/用地取得・住民移転 

① カテゴリ分類：C 

② カテゴリ分類の根拠：本事業における野菜種子生産のため使用する農薬や化学肥料は

あくまでも土壌の質を上げる、もしくは病害虫対策のための補完的な目的のためであ

り環境や人体に影響を与えないものに限定するため。 

2）ジェンダー・平等推進/平和構築・貧困削減 

本事業は高度な技術を必要とする野菜種子の生産者を増やすことを目的としているが、

幅広く生産者の能力底上げ及び貧困削減に寄与すること、及び、従来から野菜種子生産を

行ってきた中国、韓国・朝鮮系キルギス人のみが参加して民族問題を悪化させないよう、

野菜種子生産経験がほとんどないキルギス系農家も幅広く参加できる方式（FFS）を採用し

ている。さらに、種子栽培は細かい手作業が多く、女性が活躍できる場が数多くあること

から、女性のFFSなどへの参加を推奨する。 

3）その他 

特になし。 

 

（9）関連する援助活動 

1）わが国の援助活動 

・「一村一品アプローチによる小規模ビジネス振興を通じたイシククリ州コミュニティ活性

化プロジェクト」（2011～2014年）は農産加工物の生産者グループに対する経営や組織化

の研修を、「キルギス日本人材開発センタープロジェクト」（2008～2013年）では企業家

に対する経営研修を行っており、これらプロジェクトと種子生産者の企業化研修の実施

において連携を行う予定。 

2）他ドナー等の援助活動 

・ローカルNGOであるルーラル・アドバイザリー・サービス（Rural Advisory Service：RAS）

は野菜栽培に係る技術指導スタッフを多数抱えているため、種子生産技術の普及にあた

って連携をすることで効率的な事業実施が期待できる。また、アガ・カーン財団では、
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農業プロジェクトを南部山岳地域で進めているが、プロジェクト終了（2012年12月）後

の更なる農家の生産能力向上のため、本事業のFFS等への積極的な参加の意思が確認され

ており、連携が見込まれる。 

 

４．協力の枠組み                                     

（1）協力概要 

1）上位目標 

対象州における野菜種子の輸出量が拡大する。 

指標：野菜種子の輸出量（t）がXからYに増加する。輸出された野菜種子の品種数がXか

らYに増加する。輸出先国がXからYに増加する。 

 

2）プロジェクト目標 

対象州における輸出可能な品質の野菜種子の生産が増加する。 

指標：対象州で生産される輸出可能な品質（発芽率、純潔度、健全度2）の野菜種子の生

産量（t）がXからYに増加する。 

 

3）成果及び活動 

成果1：野菜種子産業振興のための実施体制が強化される。 

指標：①種子生産者クラブ3の政策提言の数、②種子生産者クラブまたはSAKによる種子

に関する関係者への情報発信の種類と回数、③SAKが実質的に行う活動数がXから

Yに増える。 

活動：ベースライン調査、種子生産者クラブの活動計画策定と実施、政策提言への支援、

SAKの活動支援、海外種子マーケット調査〔アジア・太平洋種子協会（Asia & Pacific 

Seed Association：APSA）参加含む〕。 

成果2：研修農場での研修とFFSにより、野菜種子生産技術が普及する。 

指標：①研修修了者のうち、FFS実施者数、②研修とFFSに参加した野菜種子生産者数、

③②のうち研修内容を実践して野菜種子生産を行う生産者数。 

活動：研修農場の整備と研修の実施、農場での試験栽培、FFS実施、及び研修とFFS運営

マニュアル作成。 

成果3：野菜種子の検査技術が改善する。 

指標：①野菜種子検査の数がXからYに増える。②国際種子検査協会（International Seed 

Testing Association：ISTA）4の認証に準じる熟練度試験の点数が改善する。 

活動：作物病虫害調査とマニュアル作成、SSIの施設整備と職員向け研修実施。 

                                                        
2 純潔度：他作物・他品種の種子が混入していない割合；健全度：病原菌特に種子伝染性の病原に汚染されていないこと。実際

は海外の種苗会社によって求める品質は異なるが、プロジェクトではこれらを基に輸出可能な品質のレベルの目安をあらかじ

め決定する。 
3 種子生産者クラブ：キルギスで実施中の「一村一品アプローチによる小規模ビジネス振興を通じたイシククリ州コミュニティ

活性化プロジェクト」で、政府の脆弱性を補完するために地域の産業振興に関し話し合う官民合同プラットフォーム（委員会）

を設立、運営していることから、これをモデルに2010年に結成された種子産業振興のためのプラットフォーム。参加者は種子

生産組合、民間種子会社、学者、政府機関職等32名（2012年8月時点）。 
4 ISTAは、種子の品質評価手法の国際的斉一性の促進に係る活動を実施する国際組織。 
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成果4：種子輸出のための種子生産の企業化が進む。 

指標：種子生産会社の数がXからYに増える。 

活動：企業化研修計画策定と実施、フォローアップセミナー、生産者へのコンサルティ

ング、企業とのマッチングの実施、企業化ハンドブック作成。 

 

4）プロジェクト実施上の留意点 

・本事業では民間セクターを含めた複数のC/P機関がそれぞれの役割に応じてかかわること

としている。種子産業振興の主管省庁であるMOAM土地管理局は、種子にかかわる政策

や法律の策定などの環境整備を行い、また本事業の全体調整を担う。同省傘下のSSIは国

内外で生産・輸出入される種子の認証の管理や検査を行う機関であるが、輸出促進に必

要な検査技術の改善を行う。一方、SAKは、生産者間の情報共有や海外企業との窓口と

しての機能をもっている公益組織であるが、現在のSAKの種子生産者全体の利益を代弁

する組織としての役割は十分ではないため、本事業ではSAKの運営強化を行う一方で、

官民両方の関係者全員が参加する公平・多様な場として種子生産者クラブの位置づけを

明確にし、公平性を担保した運営を行い、活動の活性化を行う。また、現在のキルギス

において野菜種子生産技術を実際に普及する公的組織は存在しないことから、シュガー

ビート等の作物の試験研究や種子を生産・販売を行う教育省傘下の研究所兼農場である

KOSSが研修農場を設置して普及拠点としての役割を担う。このように政府の役割を補完

する形で複数の関係組織が参画しながら事業を進める。 

・本事業では、成果1において、SAKの運営支援や官民合同のプラットフォームとしての種

子生産者クラブを活性化することにより政府を補完する種子生産振興体制を強化する。

成果2では、野菜種子生産技術を普及するための研修農場を設立し、野菜生産者/希望者に

対する研修と、研修参加者による対象州における生産技術の普及を行う。成果3において

は、輸出促進にあたって必要な種子検査を適切に行うようSSIの検査技術を改善する。最

後に成果4では、海外との取り引きにあたって生産者を取りまとめる企業の育成を行うこ

とによって、プロジェクト目標及び上位目標である輸出可能な種子の生産の増加と輸出

拡大の達成をめざす。 

・キルギス政府の体制は比較的弱く、頻繁な政治情勢の変化により、政策策定の遅れが生

じがちである。極力野菜種子生産者の声を直接プロジェクト運営に反映し、透明性ある

プロジェクト運営を行うことが生産者のプロジェクトに対する信頼を得るためにも重要

である。 

・キルギス系、中国系、韓国系など民族間の軋轢が存在するためプロジェクトチーム編成

におけるローカルスタッフの民族構成、各活動で連携する組織の民族性を考慮する。プ

ロジェクトのアプローチもキルギス系を主体としたボトムアップ型、中国、韓国系を主

体とするトップレベルの生産者強化型を織り交ぜ、民族的な感情も考慮した検討を行う。 

・KOSSでの研修の対象農家を選定する場合、選定基準の検討、実際の選定プロセスの透明

性を確保しつつ慎重に行う。また、KOSSに投入予定の機材の持続的利用をプロジェクト

実施中から図る。 
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（2）その他インパクト 

・プロジェクトの対象地はチュイ州とタラス州だが、対象地以外の野菜種子生産/希望者も本

事業への参加を希望していることから、よりモチベーションの高い生産者を必要に応じて

受け入れることにより、本事業によって導入される種子生産技術が対象地を越えて広範に

拡大することが見込まれる。 

・野菜種子生産活動を通じ、野菜栽培技術の向上、ひいては野菜の収穫量の増加、野菜・種

子生産者の収入の増加も期待できる。 

 

５．前提条件・外部条件（リスク・コントロール）                      

（1）事業実施のための前提 

MOAMに種子振興活動の実施予算が配賦される。 

 

（2）成果達成のための外部条件 

1）治安が悪化しない 

2）海外のキルギスの野菜種子生産に対するニーズが減らない 

 

（3）プロジェクト目標達成のための外部条件 

1）種子生産に関連する深刻な病虫害が発生しない 

2）種子生産に影響を与えるような極端な異常気象が発生しない 

 

（4）上位目標達成のための外部条件 

1）種子産業振興のための法律、規則、政策が維持される 

2）生鮮野菜と比して野菜種子の価格競争力が維持される 

 

６．評価結果                                       

本事業は、キルギス内外の開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、また計画の適

切性が認められることから、実施の意義は高い。 

 

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用                         

「イシククリ州コミュニティ活性化プロジェクト」「バイオガス技術普及支援計画プロジェク

ト」（ともに既に終了）では共通して、キルギス側に技術を移転すべきC/Pの不在であることによ

る持続性の課題があった。原因として、①キルギス政府の体制が脆弱で技術移転を受ける際の追

加業務に対応できない、②農業技術の普及担当部局がない、③トップダウン式の指揮命令でC/Pが

組織のトップ以外であると物事が進まない、④プロジェクトは基本的には外部機関へ外注されて

おり、ドナー機関のプロジェクトも同様の扱いでC/Pの育成につながらない等がある。そこで本事

業では、政府のC/Pとしての役割を現実的に対応可能なレベルにとどめ、経済的なインセンティブ

をもつ民間セクターを含む関係者を巻き込み、調整を行うプラットフォームを強化することで政

府の脆弱性を補完する方法を取り、上記類似案件の教訓を生かす。 
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８．今後の評価計画                                    

（1）今後の評価に用いる主な指標 

４．（1）のとおり。 

 

（2）今後の評価計画 

事業開始6カ月以内 ベースライン調査 

事業中間時点 中間レビュー 

事業終了6カ月前 終了時評価 

事業終了3年後 事後評価 

 



 

－1－ 

第１章 調査の背景・目的 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

１－１－１ 背景・経緯 

キルギス共和国（以下、「キルギス」と記す）において農業分野はGDPの22％（2011年）を占

め、人口の33％が従事する基幹産業である。北緯40～42度ラインに位置し、乾燥した晴れの日

が多い気候と山岳地帯の積雪による安定した水源、2万8,800kmもの灌漑設備が整備されたキル

ギスは本来、種子生産には最適な環境とされている。このためソ連時代には、この気候と灌漑

設備を利用して、種子の供給基地として発展していた。しかしその後、ソ連崩壊に伴い大規模

集団農場制度が解体し、農地の私有化により小農化が進み、農業技術の更新や普及システムの

整備が十分に行われず、農業生産性が著しく後退した。種子生産においても生産技術や生産設

備・機材への投資が行われなかった結果、国内生産の種子品質は低下、生産量はソ連時代の100

分の1以下になり、現在、種子調達は海外からの輸入に頼っているのが現状である。 

キルギス政府は農業分野で課題となっている土壌劣化、種子生産、農業機械、農業用クレジ

ットなどに対処するため、2011～2015年の農業開発新戦略を策定し、このうち種子生産分野に

関しては農業省作物部種子生産・増殖担当課及び農業省傘下のSSIや国家農作物品種特性試験委

員会（State Commission of Kyrgyz republic for Sort Testing of Agricultural Crops：STAC）などが種

子生産の振興を担っている。また、外国ドナーによる支援の結果、CIS諸国のなかでは、キルギ

スはウクライナに続いてISTA及びOECD Seed Schemesのメンバーとなり、ISTAの認証機関と認

められており、種子の国際取り引きが可能なオレンジサーティフィケート（Orange International 

Seed Lots Certificates）を発行できる機関となっている。現在のCIS諸国で、このような気候・環

境、輸出資格などの条件を揃えた国は少なく、将来の高品質の種子生産拠点として海外企業か

ら注目を集めつつある。このように種子は今後キルギスの農業分野における有力な輸出産品に

なるとともに、農業全体の底上げに資することが期待されている。しかしながら、種子生産技

術や種子生産体制の未成熟が原因で、優良種子の生産が十分に行えないでいる。 

このような状況のなか、キルギス政府は優良種子を生産できる人材を育成するための技術協

力プロジェクトをわが国に要請した。 

 

１－１－２ 調査団派遣の目的 

（1）プロジェクト詳細計画をキルギス側関係機関とともに策定し、M/M〔プロジェクト・デ

ザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）、活動計画（Plan of Operations：PO）、

討議議事録（Record of Discussions：R/D）案等を含む）〕で内容を確認する。 

（2）評価5項目（妥当性・有効性・効率性・インパクト・持続性）の観点から事業事前評価を

行い、案件実施の妥当性を確認する。 

（3）調査結果を基に、事業事前評価表を作成する。 

 

１－１－３ 現地調査項目 

（1）協力内容の確認・合意（要請の背景、上位計画との整合性、C/P機関・人員及び包括的な

実施体制、プロジェクト対象地域、協力期間、到達目標及び活動項目等） 

（2）現地情報の収集・分析 
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（3）現地踏査（MOAM、SSI、SAK、チュイ州・タラス州の種子栽培農家等の状況確認） 

（4）専門家受入れに係る各種準備の確認 

（5）他ドナー活動の確認 

 

１－２ 調査団の構成 

 担 当 団 員 所 属 

1 総括 中尾 誠 JICA 農村開発部 次長 

2 種子生産 高橋 順二 JICA 国際協力専門員 

3 種子検査 川上 司 
独立行政法人種苗管理センター  管理部  企画管理

課 国際協力役 

4 種子病害 加来 久敏 株式会社サカタのタネ 研究本部 技術顧問 

5 技術参与/民間連携 松尾 三郎 株式会社フロンティア・シード 代表取締役 

6 協力企画 山崎 潤 JICA 農村開発部 水田地帯第一課 

7 評価分析 白井 和子 株式会社VSOC 

 

１－３ 調査日程 

2012年8月25日～9月16日、「付属資料1．日程表」参照。 

 

１－４ 協議結果要約 

（1）協力の枠組み案 

項目 内容 

案件名 輸出のための野菜種子生産振興プロジェクト 

相手国 

実施機関 

MOAM土地管理局、SAK、SSI、KOSS 

対象地 チュイ州、タラス州 

協力期間 5年間 

上位目標 対象州における野菜種子の輸出が拡大する。 

プロジェク

ト目標 

対象州における輸出可能な品質の野菜種子の生産が増加する。 

成果 1. 野菜種子産業振興のための実施体制が強化される。 

2. 研修農場での研修とFFSにより、野菜種子生産技術が普及する。 

3. 野菜種子の検査技術が改善する。 

4. 種子輸出のための種子生産の企業化が進む。 

投入 

（日本側） 

1 長期専門家（チーフアドバイザー、野菜種子生産、業務調整/研修計画） 

2 短期専門家（野菜種子生産、農業研修、植物/種子病理、種子検査、FFS、昆虫

学等） 

3 機材（車両、種子選別機、検査機械、発電機、育苗ハウス、F1採種ハウス、小

型トラクター） 

投入 

（相手国側） 

C/P職員（MOAM土地管理局、SAK、SSI、KOSS）、事務所、研修用圃場、維持管

理費（光熱費等） 
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（2）協議結果概要 

1）事業名の変更 

対象を野菜種子にすること、輸出を想定した活動であることを明確にするために、以下の

とおり事業名を変更することとした。 

① 変更前：優良種子生産技術向上プロジェクト 

The Project for Improvement of Seed Production Technologies of High Quality 

Seeds for Export in Kyrgyzstan 

② 変更後：輸出のための野菜種子生産振興プロジェクト 

The Project for Promotion of Exportable Vegetable Seed Production 

2）事業コンセプト 

① 事業は、種子産業振興のための「採種技術の研修」を行うプロジェクトであり、育種

及び新品種の国内市場への導入は行わない。 

② 国際的な種子ビジネスを行うための外国種苗企業の要求レベルに対応できる能力を獲

得することでキルギスの農業分野における民間セクターの育成をめざすものである。 

③ キルギス公共セクターに対しても現状の役割の範囲内で能力強化を行い、民間セクタ

ーの健全な発展を促進する（特に検査・認証）。 

3）対象地域 

① チュイ州、タラス州の2州とするが、研修用農場はチュイ州のKOSSに設立することと

する。 

4）対象作物 

① 野菜を対象とする。特に、タマネギ、ピーマン、キュウリはプロジェクト前半の研修

活動において取り扱うこととする（※これら作物は日本企業の将来の参入可能性、キ

ルギスにおける栽培の優位性、CIS圏でのビジネス展開の可能性、現地関係者・農家の

要望を総合的に踏まえて判断）。追加の対象作物は試験栽培や市場調査の結果を踏まえ

て選定される。なお、F1品種、固定種の両方の栽培技術を取り扱う。 

5）プロジェクト事務所 

① MOAMにて設置する。 

6）実施体制 

① MOAM・・プロジェクト・ディレクターとマネジャー、C/Pを提供（全体コーディネー

ション） 

② SSI、（MOAM傘下）・・C/Pを提供 

③ SAK・・C/Pを提供（農業省と協力し、民間セクターの調整） 

④ KOSS・・研修用の土地・施設・機材を提供。C/Pを提供 

7）機材供与 

① プロジェクト期間中はプロジェクトにて活用されるが、終了前に最終的な譲渡先を決

定する。その際、プロジェクト活動を非営利目的に活用できる能力のある組織へ原則

として譲渡すべきであることを合意した。キルギス側からは機材の活用はモニターが

必要である点指摘があり、調査団からはプロジェクト終了後も適切な活用は事後評価

や会計検査で確認される点を説明した。 
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8）ベースライン・エンドライン調査 

① ベースライン調査はプロジェクト開始直後に開始する。JICA専門家チームはローカル

コンサルタントのサポートを得ながらキルギス側の提供情報を取りまとめる。提供情

報には1）SSIからの現状の種子農家の検査に係る品質情報と検査数の情報、2）SAKか

らの野菜種子生産量の情報、が含まれる。また、JICAチームはローカルコンサルタン

トにより個別農家に対して実際の野菜種子生産量・種類に対する補足調査を行う。 

② エンドライン値はこれら調査と協議を踏まえてプロジェクト開始から6カ月以内の合

同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）において決定する。 
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第２章 プロジェクト実施の背景 
 

２－１ キルギスにおける種子振興の政策上の位置づけ 

キルギスの農業セクターにおける政策である「キルギス農業産業開発戦略2020（Agroindustrial 

Development Strategy of the Kyrgyz Republic till 2020）」はFAOの支援の下2012年に策定された。同文

書に示された農業の中心的課題として1）農家が小規模、2）農業技術普及・機械等のサービス不

足、3）灌漑システム不足、マーケティング不足等が挙げられ、種子生産や育種に関する支援不足

が明記されている1。これら課題に対処すべく、農産物及び家畜の質と量の向上、加工業開発、農

協開発、農村金融開発等の戦略が示され、農産物の競争力強化、輸出についても政府が推し進め

るとしている。政権交代直後の今次調査時において、上記戦略文書は閣議の承認待ち状態2であり、

その間、2013～2015年版の農業戦略文書が暫定的に適用されている。いずれの政策にせよ、現在

のMOAMの方針では麦などの穀物、次いでジャガイモ、アルファルファ等への食糧安全保障上優

先度が高く、また世界銀行、FAO、USAID等の他ドナーの支援も穀物種子に集中している3。 

一方、キルギス最上位の開発政策文書である「中期開発計画（2010～2014年）」4においては、90％

以上の農産物が民間セクターで生産されている現状を踏まえ、政府は食糧安全保障と農産物の競

争性向上をめざしており、そのための規制緩和、経済自由化政策、企業化促進などが高い優先順

位として示され、民間セクター振興の方向性が打ち出されている。 

 

２－２ キルギスにおける野菜種子分野の体制 

２－２－１ 農業・土地改良省（MOAM） 

MOAMは土地改良、家畜振興、養殖業振興、穀物生産、植物検疫、牧草管理、食糧保障、農

業機械化を司る機関であり、これまで植物検疫法（1996年）、検査規則（1997年）、植物保護法

（1997年）、農薬及び植物保護法（2003年）、種子法（2007年最終改定）の策定を行っている。

種子法ではNational List 登録制度が制定されており、種子は同リストに登録がなされ、初めて販

売が可能となる（詳細2章3節）。 

MOAMの職員数は 2012年現在 72人であり傘下の国家植物防疫局（ State Quarantine 

Inspectorate：SQI）、SSIは全国に支所を配置している（SQI、SSIの詳細は2章2節）。 

MOAMでは野菜種子生産に関しほとんど関与がなく、国家プログラムも存在しない。度重な

る政権交代による組織再編を繰り返し、また給与が低いことから中途で退職する職員があとを

絶たない5。キルギスの野菜種子生産、輸出については後述するSAKを中心に民間セクターが主

導しているのが現状である。 

本調査時点におけるMOAMの体制は図2-1のとおりである。本体制図にある省や部局の一部名

                                                        
1 Agroindustrial Development Strategy of the Kyrgyz Republic till 2020（MOAM, 2012）ここで示される「種子」は穀物の種子を意

味する。 
2 政権交代の影響から、「閣議承認は今年中」と見込む声も省内の農業政策投資課では聞かれ、政策に関する情報は錯そうして

いる。 
3 種子産業開発課聞き取り。 
4 出所：Medium-Term Development Program of the Kyrgyz Republic for 2010-2014（Approved with the Resolution of the Government of 

the Kyrgyz Republic, No.540 of September 2011） 
5 Assessment of information and communication needs of institutions and stakeholders of the national agricultural research and extension 

system of Kyrgyzstan（ICRDA, 2009） 
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称は2カ月前の情報が調査時に既に変更されており、かつ今般の政権交代に伴う省庁改編が再度

なされる可能性もある6。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１ MOAM体制図 

（出所）MOAM 

 

２－２－２ 農業・土地改良省（MOAM）傘下の各課の役割 

（1）種子産業開発課（Division for Seed Industry Development） 

種子産業開発課はMOAMの土地管理局にあり、課員数は課長含めて4名体制である。種子

産業開発課における種子開発関連予算は、2011年度は緊急支援として1,400万キルギスソム、

2012年度は1,500万キルギスソムが配分された。対象種子は麦などの穀物が主で、次いでア

ルファルファであり、野菜種子への予算措置はない。同課は2013年度も1,500万キルギスソ

ム程度の予算がつくことを見込んでいる。 

種子産業開発課は種子行政における自らの役割を「種子法等法律及び規則の策定と傘下

のSSIやSAKなど関係機関の調整役」としており7、実際、法整備以外の面では、民間セクタ

ーが種子業界を主導している。 

 

（2）国家種子検査局（SSI） 

２－７に記載。 

 

                                                        
6 MOAM農業政策投資局農業生産安全保障分析課聞き取り。 
7 種子産業開発課聞き取り、“Agroindustrial Development Strategy of the Kyrgyz Republic till 2020”（2012年）でも調整役とされて

いる。 
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２－２－３ キルギス種苗協会（SAK） 

SAKは世界銀行の“Agricultural Support Service Project”の一環として2000年に設立され8、中

央アジア種苗協会（Central Asian Seed Association：CASA）の創設（2007年）機関でもある。調

査時現在の職員数は6名（会長、事務局長、マーケティング、出版、技術、会計）で会員数は182

社/名9。SAKはキルギス国内の種子生産者、関係政府機関等との連携、各種情報交換を図る調整

組織であり、事務所はMOAM内に設置されている。またFAOなど海外ドナーとの契約先として、

支援事業の実施を担っている。SAKの会長は2010年に結成された「種子生産者クラブ10」の会長

も兼務し、国内最大級の種子会社〔アルファセメナ（Alfa Semena）社〕及び国内唯一の認証種

子取り扱い販売店を経営しており、実質的にキルギスの野菜を含む種子業界全般に関する情報

がSAKに集まる構造となっている11。なお、SAKのメンバーで野菜種子を輸出しているのは数社

/者だが、SAK会長個人は20種類の注文をロシアから受けているとのことである12。 

 

２－２－４ キルギス・シュガービート試験研究所（KOSS） 

KOSSは旧農業省管轄であったが、教育省傘下の教育大学の下部組織として2010年10月の組織

編制によって統合された。本調査時において、組織は以下2つに分かれている。 

（1）国営農場（220ha） 

農業大学の傘下組織として改編されたシュガービート研究。予算は13人の研究者の給料

のみ配賦されている。そのほか、43名が研究者以外の生産部のスタッフとして配置されて

いる。 

 

（2）農業協同組合 

民営であり、180名のスタッフを雇用している。 

    

KOSSが保有する機材として、麦のコンバイン、ロシア製トラクター3台が日本から無償

で導入されている。KOSSでは、旧ソ連時代は1万4,000t/年のトウモロコシ、1万2,000tのシュ

ガービートの種子を生産し、シュガービート種子は、現在もドイツからの輸入と育種を続

けている13。またCMSを使った育種はぜず、採種のみを行っている。市場へのアクセスが旧

ソ連時代から困難となり、種蒔前の準備機械がなく、雑菌対策ができなくなったためシュ

ガービートの種子生産量は減っている14。また、トウモロコシ種子は中国、カザフスタン、

アメリカから輸入している。なお、野菜種子生産は現在行っておらず、現在野菜専門家も

KOSSには不在である。 

                                                        
8 SAKは2007年までは国際種子連盟の正規会員でもあったが、財政難のためメンバーシップは失効している。Support to Seed 

Industry Development in the Kyrgyz Republic,（Michel Turner, June 2009） 
9 うち、実際にアクティブなメンバーは40法人程度、とのこと。 
10 種子生産者クラブの詳細は３－４－４を参照。 
11 他方、必ずしもSAKは広く種子業界から認知されているとは限らないともいえる。後述３－６留意点を参照。 
12 SAK会長聞き取り。 
13 14種のうち4種はハイブリッド種。ドイツのシュガービート種の価格は32ユーロ/kg。ローカル種は4米ドル/kg。収量はほぼ同

じ。 
14 KOSS所長聞き取り。 
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２－２－５ 民間企業 

前述のとおり、キルギスにおける野菜種子産業は民間セクターが主導していることから、民

間企業の実態把握は野菜種子業界を知るうえで不可欠である。本調査で訪問した野菜種子を扱

う企業の概要は以下のとおり。所在地は全社ともビシュケク市内または近郊。 

    

（1）アルファセメナ社（キルギス系） 

アルファセメナ社はSAK会長により2009年設立。1,100haの農場を保有し（うち1,000haは

借地）、50haで野菜種子を生産している。200社の顧客を有し、キルギス国内のほか、カザ

フスタン、ロシア、ドイツ、中国、ウズベキスタン、トルコなど10カ国の種子企業との取

り引きがある。また、同社では20の契約農家による野菜種子生産を行っており、首都ビシ

ュケク最大のオシュ市場で野菜種子販売を営んでいる。 

 

（2）Agro Vita 社（韓国系） 

Agro Vita社はオランダ、韓国の種子会社からキュウリ、タマネギ、キャベツ等の野菜種

子を輸入し、1ha程度の展示圃場で試験栽培後、適合した種子をキルギス国内仲介業者に卸

している15。種子は固定種とF1両方を取り扱う。 

 

（3）Holland社（朝鮮系） 

Holland社は小規模なファミリービジネスながら、14年前からオランダの種子会社の正規

販売店としてタマネギ（F1）、トマト、ニンジン、スイカ、メロン等の種子を輸入し、カザ

フスタン国境近くの200haの保有農場で種子を栽培している。生産した種子の販売先は主に

国内南部、キルギスで事業を行う海外ドナー、ロシアなど。 

 

（4）Atalyk Group（Eldan）社（キルギス系） 

Eldan社は野菜種子の生産は行っていないが、シュガービート、メイズ、穀物、アルファ

ルファなどの種子生産を2,500haで行っている、キルギス最大規模の企業。種子はロシアの

クラスノダール科学研究所の正規販売店として穀物品種の試験栽培も行っている。 

    

本調査では上記企業のほか、主だった個人野菜種子生産者（韓国系、中国系）に面談、農場

視察を行い、野菜種子生産規模、生産種子の種類、施設、農業資材の調達、肥料、農薬、労働

賃金、病害虫、販売先、販売価格等に関する情報を収集し、現状を把握した。 

 

２－３ キルギスにおける種子に係る法整備・制度の現状と課題 

（1）種子法について 

種子法（Seed Law of the Kyrgyz Republic）は、1997年から作成が始められて2007年に施行さ

れたもので、この法律では、すべての植物種の種子と種苗の生産、認証、配布、利用を規制

する主な条項を含み、種子生産者に対する法的根拠を提供し、種子生産者とその他の関係者

との相互関係を規制するものと定められている。この種子法を管理運営する当局は、MOAM

                                                        
15 これら仲介業者はウズベキスタン、ロシア、カザフスタンに輸出している模様。 
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種子産業開発課である。 

この法律においては、具体的には1）種子に関して関係する当局機関、2）種子生産とそれ

らの認証に関する在り方、3）種子の販売における表示、包装、貯蔵などの取極め、4）種子

生産と販売におけるさまざまな権利、5）種子生産者、輸出入業者の登録、6）種子の輸出入

に係る取極め、7）種子の品質についての国の管理、8）違反が生じた場合の法的責任、につ

いての基本的概念などを国として示したもので、法律文言のなかに規則（regulation）や付則

（by-laws）などを示しているが、今調査において関係当局にそれらの提供を要請したが結局

その実物（規則697号など）を得ることができなかった。そのため、今後プロジェクトが実施

されるなかででも、これらの種子法の規則や付則が得られるならば適時内容を確認しプロジ

ェクト実施における影響などを検討することが必要と思われる。 

このプロジェクトを実施するうえでは、種子法に基づいた活動をする必要があるが、プロ

ジェクトの活動に種子法が密接に関係すると思われる部分についてどのようなことが影響さ

れるか記しておく。 

    

1）種子生産における増殖体系（第４章第１項－１） 

種子生産については、「キルギスで作られたスキームとOECDのスキームに従って管理さ

れる」となっているが、これらの増殖スキームは通常、コメ、麦、大豆などの農作物の種

子を増殖するときに用いられるスキームで、当プロジェクトで対象とする野菜の種子生産

には、用いられることはないと考えられる。ただし、通常種子の原原種などの生産には、

ある程度隔離された地域で病害虫などの防除体制も整えたうえでの栽培管理を行うので、

必要ならばSSIの圃場検査も任意で受けておけば、問題はないものと考えられる。 

2）栽培する種子の育成者権について（第４章第１項－３、４） 

当プロジェクトで利用する種子の品種は、当面はキルギスにおいて育成者権がないもの

を利用すると思われるので、当面はこの件での問題はないものと思われる。 

3）輸出用種子の国際証明（第４章第２項） 

当プロジェクトで生産された種子は、絶えず当プロジェクトのC/P機関であるSSIにおい

て種子の品質検査を受けておけば、輸出時においても問題はないものと思われる。 

4）ナショナルリスト制度（第４章第４項） 

内容については、（2）に示す。 

5）種子生産者の義務（第６章第３項） 

種子生産者の義務が明記されているが、プロジェクトで種子を生産するときにこれらの

義務を負うことになるかどうかは、プロジェクト開始前にでも事前に確認しておく必要が

あると思われる。 

6）種子生産者の登録（第７章第１項） 

5）と同様にプロジェクトでも種子生産者としての登録が必要かどうかの確認が必要であ

る。 

7）輸出入する種子の扱い（第９章第４項の２） 

プロジェクトで生産する種子は、ナショナルリストへの登録は必要ないと思われるので、

国のテストも受ける必要がない。そのため、この項でいう「国の品種テストでテストされ

ていなかった（通していない）ものは“輸出されるための種子の生産用”の用途に使用で
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きる」ということになると思われる。 

8）輸出入する種子の扱い（第10章第２項の１） 

この条項によると、7）にあたるものは、キルギスへの輸入が禁止となるが、詳細な実施

規則などがないために、詳しいことは不明である。 

9）種子の品質についての国の管理（第11章第４項） 

「国務として品種と種子を管理するためには、キルギス政府により了承された“規則”

を基に執行される」とあるが、その規則の詳細が分からないので、今後もそれらの情報の

収集が必要である。 

    

今調査においては、市場などにおいて販売されている種子も調べてみたが、種子法で規定

されている表示、包装などはあまり施されておらず、特にキルギス現地で生産されている種

子については、ほとんど何も情報がないものも売られている。種子販売店に種子法のことを

聞いても、「そのような法律があることは知っている」程度であり、種子を買うものがそれで

も買うのならいいという感じであった。 

プロジェクト開始にあたっては、種子法を運用する種子産業開発課にもこの法律に係る更

なる詳細な資料の提示も求め、適時プロジェクト活動において支障がないか確認することが

重要と思われる。 

 

（2）種子法におけるキルギスでの種子管理制度 

1）ナショナルリスト制度について 

ナショナルリスト制度とは、「品種の区別性、均一性、安定性並びに品種の栽培上または

利用上の形質に一定の優良性が公的機関において認められるものについてのみ種子の販売

を認める制度」であり、品種の優秀性が客観的に評価され、専門家で構成する委員会など

で早急に普及に移す必要があると認められた品種が「ナショナルリストカタログ」に掲載

され公式に公表される。 

国内で販売を目的とする種子については、「ナショナルリストカタログ」に登録されたも

のでなければならず、キルギスにおいては全植物種がこの制度の対象となっており、野菜

の種子も当然含まれる。通常でこのような制度がある他国においては、ナショナルカタロ

グに登録が必要なのは、農作物や一部の野菜などであるが、キルギスでは花なども含むす

べての植物となっているところが特徴的である。「ナショナルリストカタログ」に登録する

ための試験は、STACにおいて実施される。 

このプロジェクトにおいては、生産した種子をキルギス国内で販売することは考えてお

らず、種子生産されたものは、すべて輸出することになっているので、その場合はナショ

ナルリストへの登録は必要ないということである。この件については、STACの所長からも

確認しており、このような事例はロシアからのアルファルファの種子の生産でもあるとい

うことであった。 

2）国家農作物品種特性試験委員会（STAC）の役割 

STACは、MOAMの傘下にあり、ナショナルリストへの登録のための品種の試験とその登

録管理、植物新品種登録のための審査（植物新品種保護制度）における栽培試験（DUS Test）

及び植物遺伝資源の保存などを主な業務としている。 
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ナショナルリストに登録するためには、基本的にVCU（Value for cultivation and use）テス

トを2回（2 growth cycle）実施するが、1回目の結果が良ければ2回目を省くことができるが

2年目に登録となる。登録された品種は毎年チェックし、育成者の要請があれば除外する。

登録に経費はかからないが圃場テストに費用がかかり、費用は植物ごとに決めるが250米ド

ル/年ぐらいである。テストの期間中は種子の販売はできない。 

キルギスの植物品種保護に関連する法律に基づくDUS Testは、キルギスの新品種保護当局

であるキルギス知的財産及び革新技術に関する国家機関（State Service for Intellectual 

Property and Innovations under the Government of the Kyrgyz Republic：SSIPI）からの要請を受

けて実施される。 

1）でも述べたとおり、このプロジェクトで生産する種子品種のナショナルリストへの登

録は必要ないと思われるので、このプロジェクトにSTACが関係することがあまりないと思

われる。しかし、近年STACにおいても、種子生産を実施しており、野菜の種子生産も今後

するらしいので、STACがプロジェクトで実施するFFSに受講者として参加し、野菜の種子

生産をすることも考えられるので、プロジェクトの受益者の一つとして参加することは考

えられると思われる。また、これらの技術を学んだのちに、国の採種体系として今後野菜

種子の生産なども取り込むことも考えられるが、国の機関の力が弱いので今後の進展状況

は不明である。 

 

（3）キルギスでの新品種保護制度 

キルギスは、2000年に植物新品種保護国際同盟（UPOV）に加盟し、日本と同様にUPOV91

年条約に基づく制度の運営がなされている国である。そのため、わが国の新品種（登録品種）

をキルギスにおいても出願・登録することができ、キルギスにおいてもそれら新品種の権利

が行使することが可能である。 

今後日本の新品種をキルギスで採種するときは、新品種の権利がキルギスにおいて侵害さ

れないように、キルギスのこの新品種保護制度に従い出願・登録することが必要と思われる

が、その場合通常はキルギスの新品種保護当局であるSSIPIがSTACにDUS Testを依頼すること

になる。しかし、SSIPI当局者によると「日本からの新品種の出願の場合は、日本での審査で

使用され登録で使われた品種の審査報告書のデータをもって審査するため、キルギスでの

DUS Testの必要はない」との見解であった（STACにおいても確認済み）。そのため、日本から

の新品種の出願・登録は通常よりも早くなされる可能性が高い。 

SSIPIは、このプロジェクトにおいては直接かかわる部署ではなく、これまでの新品種の出

願・登録実績も必ずしも多いとはいえない状況である（1997年からこれまでに46件の出願で

27件の登録）。そのため、キルギスでの新品種に関する権利（育成者権）が実際にどの程度行

使できるか不明である。そのため、将来日本の新品種を採種する可能性も含めて、どの程度

キルギスで新品種の権利が行使できるのかを絶えずモニターしておく必要があると思われる

ので、何かしらSSIPIとも情報交換のチャンネルはもっておいた方がいいと思われる。 

 

２－４ キルギスにおける野菜種子生産の現状と課題 

２－４－１ 野菜種子生産の概要 

当国には188の国営及び民営の種子生産農場があるが、そのほとんどが穀類、綿花、ジャガイ
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モ、テンサイ、飼料作物の種子生産を行っている。野菜種子生産も担う農場は、チュイ州7カ所

（原種生産承認農場1、エリート・認証種子販売権を有する農場6）、イシククリ州1カ所あるが

（エリート・認証種子販売権を有する農場）ほとんど生産されていないのが現状である。その

理由としては、他の作物種子生産と同様に、ソ連崩壊による技術者の流出にあるといわれてい

る。 

現在、当国で野菜種子生産をしているのは、朝鮮系、中国系のキルギス人農民がほとんどで

あるが、一部キルギス系キルギス人も生産しはじめている。朝鮮系や一部のキルギス系キルギ

ス人農民は、ロシアなどの先進国から、個人で各種野菜品種を導入し試験栽培を行い、有望な

野菜品種を選定し、親類、友人を使って種子生産を行っている。また、ロシアなどの企業と契

約し、タマネギなどの採種を行い輸出する者も出てきている。しかしながら、当国には野菜種

子の生産や輸出量に関する公的なデータはない。また、近年各種野菜ハイブリッド種子の輸入

が増加して市場では多く見かけるが、これも統計資料の入手は難しい。 

SAKからの情報によると、輸出されている野菜種子はニンジン6,000kg、タマネギが1万2,000kg

となっており多くない。なお、生産されて輸出された種子以外のものは、近隣農家に販売され

たり、大きなマーケットでずた袋に入れられて小売販売されている。 

一方、キルギス税関からは以下の野菜種子の輸出入量を入手したが、野菜種別の統計は不明

である。 

 

表２－１ キルギス野菜種子の輸出入量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）The State Customs Service 

輸入 

年  量（トン） 

価格 

1,000米ドル 
1,000キルギスソ

ム 

2009  9.6 278.8 12121.1 

2010  4.8 293.7 13467.7 

2011  10.8 634.3 29516.4 

 

輸出 

年  量（トン） 

価格 

1,000米ドル 
1,000キルギス

ソム 

2009  12.0 24.2 1441.7 

2010  17.9 3.7 166.7 

2011  5.6 5.4 253.9 
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２－４－２ 野菜種子生産技術 

当国においては、遊牧民族であったキルギス人より、朝鮮系、中国系キルギス人が作物栽培

技術に優れており、野菜栽培、野菜種子栽培も多くは彼らが担っている。しかしながら、農業

機械を使った大規模栽培を行っているためか、日本のような細かな栽培技術は育っていない。

下記、気がついた栽培法に係る改善点を挙げる。 

・育苗・・・苗づくりを行わず直播しているものが多い。あるいは、苗づくりをしている者も

いるが、ばら蒔きしている者も多いなど、栽培の基本である健苗づくりが行われていない。 

・栽植密度・・・すべての作物栽培において、畝間はある程度とっているが、株間が極端に狭

く生育に影響を与えている。適正株間での栽培が望まれる。 

・採種栽培と青果栽培・・・この違いを考えた栽培が行われていないようである。 

本調査では見られなかったが、その他栽培全般に係る技術も低いと思われる。特に、種子栽

培に関しては、非常に低いといわざるを得ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株間10cm程のピーマン栽培 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピーマンの苗床（ばら蒔き） 
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予備調査で実施できなかった当国における野菜栽培の中心となる中国系キルギス農民への面

談を実施した。今回面談した中国系農民は、ニンジン、タマネギ、アルファルファの種子生産

を行っていた。また、タマネギの母球100tを保存できる貯蔵庫をもっている。この村にはそのよ

うな施設が300カ所あるとのことであった。ここで生産されたタマネギの種子の90％は村の農民

が購入している。この農民はRASのコンサルタントとなっていて、2012年は1,000人（50村×20

人）の農民に対する研修を行った。また、もう1軒の中国系農民は20年間にわたりタマネギ、ス

イカ、メロンの種子生産を行っている。中国系キルギス農民の野菜栽培・採種技術は、先祖代々

伝わってきたものとのことであり、詳細な種子生産の技術については見ることはできなかった

が、話を聞く限りにおいては、ある程度の技術をもっていると判断された。 

一方、中国系・朝鮮系キルギス人共通の問題点は、種子の精選機をもっていないため、クリ

ーンな種子が生産されていない点である。さらに、中国系キルギス人は販売に苦労しているよ

うで、マーケティング研修を望んでいる。 

 

２－４－３ チュイ州及びタラス州における野菜種子生産 

チュイ州においては、朝鮮系、中国系キルギス人を中心に、一部キルギス人も多くはないが

野菜種子栽培を行っている。特に多いのはニンジン、タマネギである。採種済みのタマネギ種

子を見る機会があったが、種子の調整がしっかり行われていなかった。農民は精選機械がない

のが問題と述べていたが、種子の輸出を考えた場合、精選機械の導入が必要となるだろう。 

一方、タラス州の農民の多くはキルギス系であり朝鮮系、中国系キルギス人農民はほとんど

いないとのことである。このタラス州西部では、20年ほど前からトルコからの種子（ショベル）

を使い、インゲンマメの栽培が始まった。しかし、年を経るごとに種子のサイズが小さくなっ

て収量が減っている（1.5t/ha）とのことである。そのため、採種地は東に移ってきている。東部

に位置するバカヤタ地区では約10年前からインゲンマメ栽培が始まったが、ここでも、種子の

大きさは年々小さくなってきているとのことであるが、収量は4t/haある。なお、インゲンマメ

は、全国で3万ha栽培されているが、そのうちの9割以上の2万8,000haはタラス州であり、年間6

万5,000tほど輸出している。なお、一部農家では、トマト、ピーマン、ニンジンなどの野菜栽培

を行っている。注文があれば、青果栽培の一部から種子を生産し販売している農民もいる。ま

た、タラス州のマナス地区では、1,000haのピーマン栽培が行われていて、国境を越えてカザフ

スタンに輸出している。 

 

２－４－４ 野菜種子生産の課題 

当地での野菜種子生産には下記の課題が挙げられる。 

・野菜種子生産の基本は野菜生産である。当国のように、乾燥気候で灌漑水が豊富にあり、

栽培期間の気温も野菜栽培に適しているので、しっかりした栽培技術を身に付け、優良な

種子を使えば、良い野菜が栽培できる。しかしながら、全般的に、野菜栽培技術は低く栽

培技術支援の必要性がある。 

・野菜栽培と野菜種子生産は、作物にもよるがたとえ固定種であっても若干違った技術が必

要である。多くの農民がこの違いを理解せずに、野菜の種子生産を行っているため採種技

術の導入が必要である。 

・種子生産技術の向上とともに、生産された種子の調整も重要となる。必要な機材の導入と
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ともに調整技術向上が重要である。 

・現在、一部企業家が外国企業との契約で野菜種子生産を行っている。今後の種子ビジネス

の発展のためには、ビジネスマインドをもち積極的な販売戦略を展開する必要がある。そ

のためには、外国企業との契約交渉、輸出入業務への精通が重要となる。 

 

２－５ キルギスにおける種子市場動向 

２－５－１ ソ連邦崩壊前とその後の野菜種子生産の変化 

ソ連邦時代、連邦諸国のためアルファルファ、テンサイ、キャベツ、ニンジン、タマネギ等

の固定品種種子の生産を行っていたが、ソ連邦崩壊後はコルホーズ農場の解体とロシア人技術

者の帰国、農業技術の衰退、農業機械の老朽化、販売ルートの消失、そして知識のない農家の

増加に加え、世界の種子マーケットが固定種から交配種へ変化、混乱に乗じて中国産種子の進

出、物流の悪さによる高い輸送コストなどで以前のマーケットを失くし、輸出種子ビジネスは

大きく衰退した。 

 

２－５－２ 種子生産と気候 

ソ連邦時代、キルギスはその恵まれた気候を生かして連邦諸国のための種子生産地であった。 

中国は1980年ごろから種子生産事業に積極的に進出を始め、1990年代には新疆ウイグル自治

区・ウルムチ（瓜類種子生産）、甘粛省・酒泉（瓜類、葉菜類、根菜類種子、花卉種子生産）は

世界有数の種子生産地域になる。 

キルギスはその中国新疆ウイグル自治区と天山山脈を跨ぎつながっている乾燥地帯である。

春は天山山脈からの雪解け水が豊富にあり、灌漑設備が整備され、農作物の植え付けなどに非

常に良い条件が揃っている。また、初夏から秋の収穫まで空気は乾燥し、野菜種子の生産に適

した環境であることはいうまでもない。 

 

２－５－３ 世界の国別、民族別にみる種子生産品目の違い 

野菜種子生産を国別にみると、アメリカでは訪花昆虫を利用したニンジン、スイートコーン、

キャベツ、タマネギ、インゲンマメ、エンドウマメ、レタスなどがある。イタリア、デンマー

クでも訪花昆虫利用のホウレンソウ、アブラナ科など、またネギ類も多い。オーストラリア、

ニュージーランドでも訪花昆虫利用のカイワレダイコン、キャベツ、チンゲンサイ、ダイコン

などのアブラナ科が多い。欧米諸国では主に訪花昆虫利用の種子が生産され、過去からその品

目に変化はない。アジアではインド、タイ、中国、ベトナム、インドネシア、バングラデシュ

などで採種が行われている。これらの国々では人の手による交配種生産が多く、訪花昆虫を利

用する採種はアブラナ科、マメ類に限られ少ない。一方、中国ではその両方が行われている。

このように種子生産品目はそれぞれの民族と気候に大きく関係する。 

 

２－５－４ 輸入種子の増加と自家採種の減少 

国の農業試験機関、国営農場、協同組合では野菜種子生産は行われていない（2011年11月JICA

発行キルギス共和国土壌肥沃化及び種子生産技術に関する情報州・確認報告書）。一方、野菜栽

培農家は庭先で自家採種してきたが、近年、世界の野菜は品種改良が進み、高収量、優れた耐

病性・輸送性の交配種（F1）が育種され、隣国中国のF1種子（非正規輸入・非承認種子）も地
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元種子貿易会社を通じ、オシュ市場 の種苗店、全国の小さい市場の雑貨店でも比較的安く入手

できるようになり、多くの農民は中国産種子の栽培を始めた。中国産種子は時に品質に問題も

あるが自家採種種子と比較して野菜の種類、品種数が多いこと、価格も特別高くないなどの理

由で、今後も中国産種子の輸入は増え、自家採種は自然と徐々に減少していくと思われる。 

 

２－６ キルギスの種子分野における企業活動の現状と課題 

２－６－１ 民間種子会社 

キルギス人口は540万人。ソ連邦崩壊から現在まで、国営種子生産農場から独立した人たちは

国内市場が小さいゆえに資本の蓄積もできず「種子売買仲介会社」レベルの業態であることが

続いている。現在、「個人育種家」も「育種をしている民間種子会社」も存在せず、将来、仲介

会社から育種をする種子会社への発展は全く期待できない状況である。 

 

２－６－２ 種子流通の実態・種子会社直営の小売店（ビシュケク、オシュ・バザール） 

オシュ市場の一番大きな種子小売店（店舗）を訪問した。この店はSAK会長Mr.Taalaibek氏と

その家族が経営する。ほかに種子小売店（店舗）はない。店内にはキルギス産、中国産種子が

並ぶ。韓国、日本、ヨーロッパの大手種子メーカーの種子は価格が高いこと、販売ルートが異

なるために店頭販売はごくわずかである。種子店の顧客はビシュケク近郊の小規模農家である。

訪問したのが日曜日の午後であったこと、販売時期は11～4月であることから店内に農民の姿は

なかった。 

キルギス産種子（固定種）はプラスチックトレー（幅25cm×奥行き35cm×深さ15cm）に入り、

農民の要求に合わせて量り売りをしている。そのトレーには野菜名、品種名と10g当たりの価格

が表示されている。品種数は少なく、品種特性の説明はない。一般に広く知られた品種として

農民が特性を熟知している固定種である。それは新しい品種の導入、改良・普及も行われてい

ないことを思わせる。価格は10～30キルギスソム/10gと安い。 

中国産種子（非正規輸入・非承認種子）はニンジンを除き、すべてが交配種である。10gまた

は20g袋（品種の写真付き）で販売され、品種数も多い。農民は消費者の好み、栽培時期に合わ

せてそれらのなかから選ぶことができる。そして、中国産種子でも交配種が固定種より病気に

強く、収穫量の高いことを知りはじめている。それぞれの袋にはマジックで価格が書かれてい

る。キャベツの価格は80キルギスソム/10gと国産種子と比べて高いが、驚くほどではない。 

ただ、中国産種子のなかには品質（発芽不良、純度不良）が悪く、栽培した農民が損をする

など問題も発生していると報告されている。このような不良種子対策として、キルギス種子法

にのっとり密輸種子の販売の禁止、販売者（小売店など）への作物補償など法的処罰の対象と

なる厳格な運営が効果的と思われる。 

小売店で販売される種子のほとんどは国内で消費される野菜栽培に使われる。キルギスでは

日本のような農業協同組合組織がなく、共同選別（選果）、共同出荷することはない。消費者も

品質への要求度は高くなく、農家の栽培技術も低く、品種特性、種子品質（発芽、揃い性）な

どへの要求もまだまだ低いが、交配種などの輸入種子の広まりにより収穫物と種子品質への関

心も徐々に高まりつつある。 
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２－６－３ 農地流動化に伴う農業法人の出現 

コルホーズ解体により農地解放が行われたが、ソ連邦時代のように効率の良い共同作業がで

きず、農地を借地に出す農家も増えた。一方、資本を蓄えた個人または企業が流動化した農地

を借り上げ、輸出用スイカ、ピーマン、キャベツ、タマネギ、ニンジンなどの大規模栽培を始

めた。チュイ州にある3カ所の加工工場向け（トマトピューレー、ジュース）に大面積のトマト

栽培も行っている。こうした背景から海外の大手種子メーカーは新たに種子販売代理店と契約

し、農業生産団体に向けた高額のF1種子（例F1キャベツ600～900米ドル/kg、F1タマネギ200～

400米ドル/kg小売価格）の販売を始めている。これらのF1種子は政府の品種比較試験の認証を受

けているものが多い。野菜の輸出増に比例して高額種子の輸入は増えると思われるが、このよ

うな大手種子メーカー種子は輸出野菜の品質を高め、輸出の拡大と農業発展に寄与することは

確かである。 

 

２－６－４ 野菜種子生産者の現状と種子生産企業育成にあたっての課題 

野菜種子生産では個人または数社の企業が独自あるいは野菜生産農家と契約し種子生産を行

っている。特に朝鮮系キルギス人が積極的で、主にCIS、ロシア向けにタマネギ、ニンジン、キ

ュウリなどの固定種（OP）の輸出を行っている程度である。 

野菜種子生産の品目の選定として重要なことは、それぞれの民族性（キルギス族、朝鮮系、

中国系）に応じた野菜、種子生産方法の選定を行い、それに合わせた生産技術研修を行うこと

である。 

現在、ロシア企業からと野菜種子委託生産契約を受けている生産団体・企業（個人も含む）

数は数社と少ない。種子生産産業の方向性として、既存の種子生産会社の技術充実と、新たに

委託生産契約ができる企業の育成に努めることがキルギスの種子産業の発展を速める。近年、

輸出用生鮮野菜を生産する企業も増えている。そのような農民をまとめることができる資金力

のある農業関連企業（個人も含む）が種子ビジネスへ参加し、農民の雇用または農家と種子生

産契約をすることで農村地域の経済の活性化につながることを期待する。 

世界の種子ビジネス成功の鍵は資金力、品種育種力、マーケティング力などの総合力である。

個人の力では到底競争できるものではない。そこで、キルギス政府は野菜種子生産受託事業を

国家事業として積極的に推進することを表明することで国際社会からの信用度を高め、種子産

業育成につながると考える。 

輸出前栽培期間中の作物検査はスウェーデン国際開発協力庁（ Swedish International 

Development Cooperation Agency：SIDA）が行ったプロジェクトによりキルギス政府は2000年に

ISTAの認証を受け、Orange Certificate、2012年にBlue Certificateが発行できるようになった。こ

れはロシアなどの輸出用穀類種子の品質に対する厳しい要求に対処するためであった。一方、

輸出用野菜種子はそのような厳しい要求をする国が少ないことから検査数は少ない。また、輸

出入時の種子検疫検査は国際植物防疫条約（IPPC）ルールに従い、検疫合格書（輸入時）また

はPhytosanitary Certificate（輸出時）が発給されている。 

野菜種子のSTACへの登録は年々増加している。今後も輸出用野菜品種中心に登録は増加する

と思われる。一方、国内消費用野菜品種である中国種子の登録は少ない。 

日本市場、旧ソ連邦市場（ロシア、CIS諸国）、中央ヨーロッパ、アジア市場などのマーケッ

ト調査を行う必要がある。その調査方法の一つに関係者がAPSA会議へ参加し、積極的にキルギ
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スの恵まれた気候、灌漑設備などの生産環境、生産技術をアピールする必要がある。 

ロシアへの輸出はすべて固定品種ではあるが、その輸出価格（前回の調査団聞き取り調査）

は、アジア各国から採種委託を受ける優位性は十分にあり、ロシア、CIS諸国への輸出増加の可

能性はある。また、採種技術習得まで時間を要するが、労働賃金の低いキルギスは日本、韓国、

アメリカ、トルコなどとの交配種採種委託契約の可能性もある。それらはすべて種子生産技術

が向上し品質の良い種子が生産できることからはじまる。 

 

２－６－５ 官民連携と新たな種子生産基地開発の意義 

近年、日本種苗業界にとっては中国に種子の生産を頼る割合が年々増加しているが、年々チ

ャイナリスクが高まるなか、日本は官民連携して新たな種子生産国の開発に努めることが日本

とキルギスの経済発展と国の安定につながる。 

日本企業と現地企業とがキルギスで種子の生産を始め、それにより緊密な関係を築くことに

より民間からの技術移転、さまざまな形での投資が発生することを期待する。 

キルギス～日本間の新輸送ルート開拓と既存輸送ルートの見直しを行うことで、日本着

（C&F）原料価格に占める輸送経費を25％以下に抑える必要がある。また、アジア諸国への輸

送ルート開発も重要なことである。 

 

２－６－６ 補足（テンサイ、アルファルファとタラス州インゲンマメ） 

ソ連邦時代の輸出品目であったテンサイ（甜菜）種子マーケットは大きく様変わりした。か

つての固定種（多胚種子）は播種後の間引き作業が大変なことから品種改良が進み、市場は雄

性不稔を利用したF1品種（単胚種子）となった。KOSSでは、現在も細々とテンサイの育種が続

けられているが、若い研究者はおらず有望な新品種が育種できる可能性は低い。キルギスはテ

ンサイ育種の中止を宣言し、諸外国のテンサイ育種会社（2～3カ国）に種子生産の適地である

ことをアピールし、契約種子生産ができるように努めることも選択肢の一つである。 

アルファルファ種子生産は種子品質を向上させることによりCIS、ロシア向けに輸出増加が大

いに期待できる。アルファルファの場合、種子の精選度の悪さが輸出の減少の要因の一つであ

る。精選度合いを高めるためには新たに種子精選機械を導入する必要がある。これらの機械に

かなりの投資が必要となるが、輸出増加の可能性は非常に高い。 

インゲンマメは収穫した種子が小さいことと収量減少の解決策を求められるが、タラス州の

調査で品種の遺伝的形質退化あるいは変化は認められず①肥料不足、②潅水過不足、③連作障

害による病気の発生、④不良種子または罹病種子の使用など、未熟な栽培技術がその要因であ

ると思われた。対策として、無病種子の使用、栽培技術の習得、栽培地域（冷涼地が良い）・輪

作体系の見直し、有効根粒菌の人工接種などの研究、改善策を普及させることで良質のマメが

生産可能と思われる。 

 

２－７ キルギスにおける種子検査の現状と課題 

SSIは、MOAMの一部局であり、種子の品質向上を目的とする種子認証の国の管理と種子の検査

及び圃場での検査を担当する部局である。職員は本部に14名、全国に106名が配置されている。全

国188の種子圃場のうち25カ所に検査所を設置している（2011年時点）。 

SSIは、2004年にISTAのメンバーとなり、2005年には中央検査室がISTAの認証ラボとなり、国際
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間で流通する種子についての検査並びに検査報告書及び国際種子検査証明書の交付がISTAから承

認されている。これまでは、対象とする作物種類が主に穀物や農作物であったが、2012年6月にISTA

から野菜の種子について、サンプリング、純潔及び異種、発芽、1,000粒重において認証が得られ

ており、野菜の種子についても輸出に係るISTAの国際種子検査証明書の発行が可能となった。 

このように、基本的な種子の検査技術、施設などはISTAの認証も取っており最低限は整ってい

るが、検査担当官は中央検査室に4人いるが、野菜の種子に関しては皆これまでにあまり多くの経

験もなく、ISTAの熟練度テストにおいても野菜の種子での実施はこれから行う状態である。これ

までの熟練度テストの結果をみても多くは“A”であったが、アルファルファなどで“C”または

BMPなどがあった。これについては、たまたまその担当が技術が未熟な者であったためそのよう

な結果になったらしい。 

いずれにしても、今後プロジェクトで野菜の種子を生産し、日本及び他国に輸出するにあたっ

てはそれらの国への輸出に係る検査をする必要性があるので、SSIの検査官の野菜の種子について

の検査技術の取得・向上は必須の取り組みである。そのためにも、日本におけるC/Pの研修や日本

からの短期専門家による技術指導もこのプロジェクトにおいて必要と思われる。また、検査機器

も古いもの等もあるので、幾らかは機材の供与も必要かと思われる。 

 

２－８ キルギスにおける種子病理及び周辺分野に関する現状と課題 

キルギスにおける野菜種子生産をめざす本プロジェクトにおいては健全種子の生産のための種

子病理を中心とした種子検査の現状把握が必須である。 

これは種子生産のグローバル化が進行している現在、エマージング性の種子伝染性病害の各国

での勃発、あるいは古典的な種子伝染性病害が相変わらず野菜種子生産や取り引きでの大きな問

題となっている。例えば今春問題となったスイカなどウリ類果実汚斑細菌病（BFB）がよい例であ

る。わが国では本病の日本への定着を阻止すべく種々の対策が打ち出されているが、ウリ科野菜

の種子生産国であるタイと中国での発生が広がっている現状では健全種子を得るのは極めて困難

である。 

このいろいろな面でのグローバル化に伴う問題はヒトの病気に焦点をあてると、問題点は非常

に明確となってくる。最近、ウガンダでエボラ出血熱の発生が伝えられている。この半世紀でト

ピックとなったこの種の感染症はヒトのエイズ、SARS、そして家畜・動物の高病原性鳥インフル

エンザなど枚挙にいとまがない。これは航空機の発達によりヒト、食料などの移動がグローバル

規模で短時間に行われるようになった結果であり、家畜の生産が極めて集約的かつ人工的になっ

た結果ともいえる。 

植物においてもこのような「エマージング感染症」に相当する病害はいろいろな作物で報告さ

れており、なかでも、細菌（いわゆるバクテリア）によるエマージング病害が目立っている。種

子や遺伝資源などが国際的に移動するようになり、それに伴って好適な条件が揃えば、種子や植

物体上の病原細菌が植物の発芽や生長に伴って短時間で急増殖するためである。 

このようなエマージング病は時に大きな被害をもたらす。細菌病ではないが、19世紀中ごろ、

アイルランドでジャガイモ疫病のアウトブレイクが起こり、100万人を超す餓死者が出るという被

害をもたらした。その原因は南米ペルーからの種イモに付着したジャガイモ疫病菌であった。 

本プロジェクトにおける健全種子生産のための準備として、今回はキルギスにおける野菜の病

害の発生調査と同国における植物病理研究の現状、特に種子病理についての情報収集を行った。 
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２－８－１ キルギス野菜栽培における発生病害の現地調査 

（1）ビシュケク及びビシュケク周辺地域での調査結果 

1）ビート圃場 

うどんこ病及び葉枯病の発生が認められた。気象条件としては非常に乾燥した条件で

あるにもかかわらず、複数の病害が発生することが明らかとなった。 

2）ピーマン圃場 

密植ではあったが、道路側の圃場では品質の良いピーマンが生産されていた。病害と

してはところどころウイルスによる矮化や腐敗果実などが見られたが、種子伝染性と考

えられる病害はほとんど観察されなかった。 

しかし、問題があるので診てほしいと請われて行った奥の圃場ではモザイク症や矮化

症など典型的なウイルス病の病徴（モザイク病）が観察され、それらは激発状態であっ

た。これはピーマン圃場に隣接した雑草の繁茂地域からウイルス病を媒介する昆虫が侵

入してくるためと推定された。ピーマンには多様なウイルス（少なくとも7種）が感染す

るので、詳細は血清学的診断などにより同定を行う必要がある。 

3）タマネギ圃場 

時間的な制約もあって、タマネギの種子の観察が中心で圃場の病害虫調査はできなか

った。しかし、マクロに観察しても、圃場には黄色のパッチが散見され、病害の発生は

かなりあることが明らかとなった。 

 

（2）タラス州での調査結果 

1）インゲンマメ圃場 

収穫時であるため、ウイルス病が多発していた。しかし、インゲンマメでは多様なウ

イルス病が存在するにもかかわらず、種子伝染性のウイルス病はほとんどないので、広

い面積での粗放的栽培であるため媒介虫の管理が難しく、その結果、ウイルス病が発生

するのではと考えられた。 

さらに本地区では種子のサイズが小さくなるという重要な問題があって、これはイン

ゲンマメの商品価値を著しく減ずることから、要検討事項である。この種子の小型化は

遺伝的な要素やウイルス病の関与など種々の要因が関与している可能性がある。 

また京都の丹波黒豆の粒の小型化には連作と関係があり、その要因として根粒の病原

微生物による侵害によることが明らかとなった。したがって、インゲンマメの場合も根

粒（窒素固定を行う根粒菌という細菌が根につくる粒状構造）を含めた多面的解析が必

要である。 

2）タマネギ圃場 

灌漑水を引き込む付近からかなりの範囲にわたって白条の病徴が観察された。しかし、

病害はこの症状のみでビシュケク周辺でのタマネギ栽培圃場ではウイルス病や黄化症状

が認められたことと比較すると、タラス州での栽培では病害虫の問題は少ないと考えら

れた。 

3）ピーマン圃場 

本農家でのピーマンはサイズも大きく、病害の病徴がほとんど見られなかった。タラ

ス州の気象条件が乾燥はじめ細菌や糸状菌による病害の発生には不適な条件とはいうも
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のの、農薬も使用せずに、このような健全野菜の生産が行われていることは驚くべきこ

とである。これには肥料として牛糞が使用されていることと関係があるのかもしれない

が、その因果関係は不明である。また、本ピーマン品種は輸送に適しており、ロシアや

カザフスタンに輸出されるとのことであったが、そのような果実の表皮の厚さや構造が

病原菌の侵入を阻止している可能性もある。しかしながら、ピーマンの葉においても病

徴が認められないことから、植物自体の病害虫抵抗性が高いものと推定された。しかし、

その横に隣接したトマト栽培圃場（試作）では農家は無病であると宣言していたが、実

際には数種の病害の発生が確認された。 

 

（3）市場における調査 

市場には多様な野菜が売られており、今回の調査ではウリ科野菜の果実汚斑細菌病（BFB）

に主眼を置いて調査を行った。これはタイでの本病の発生調査で、圃場で本病が発生して

いる場合には、そこで生産されたスイカが売られている青果市場で本病特有のクラック型

病斑が観察され、本病の発生の可能性が把握できるためである。 

実際、本市場で売られているスイカ（大型）でウリ科野菜の果実汚斑細菌病が疑われる

クラック型病斑が観察された。さらに9月6日に再調査を行ったが、再度同じ店舗で同様の

病徴を示しているスイカを観察した。したがって、本病が既にキルギスで発生している可

能性が考えられた。しかし、類似した病徴を起こす炭疽病も存在することから、果実汚斑

細菌病と特定するには更に詳細に病原学的な試験を行う必要がある。 

果実汚斑細菌病の病原細菌（Acidovorax citrulli subsp. citrulli）が広い範囲のウリ科野菜を

侵すため、ウリ科野菜の種子生産にあたっては厳重な注意が必要である。 

 

（4）検疫関連の病害 

今回の調査で、試験場内や果樹園などで火傷様症状で枯死したリンゴ樹を散見した。本

病はもともと米国東海岸のアパラチア山脈付近で発生していたローカルな病害であった。

しかし、米国からヨーロッパに広がり、スペインやトルコあたりまで拡大している。 

キルギスでは3、4年前から発生しているようである。今後リンゴ火傷病発生調査と対策

計画を練っているところであるが、現在、全国の幾つかの地点で調査を行っている。CIS、

ウクライナ、ロシア等でも発生しているようであるが、キルギスでは病原の確認はなされ

ていない。発生は急激で、剪定用のノコギリ等の道具によっても感染するようである。 

キルギスに発生したのはキルギスの検疫体制の弱さを示しており、遺憾である。また、

病原を自国で特定できないほど植物病理学のレベルが低い。WTOのメンバー国として、貿

易の促進のためリンゴの輸入を禁止することはできないので、今後は検疫体制を強化して

臨む所存であると宣言はしているが、現実として本病防除は困難を極める。発生樹は動物

用抗生物質を混ぜて薬剤散布したり、焼却処分を行っている。 

害虫は検査しやすく、対策もしやすい。しかし、病害は診断も防除も困難で、細菌病は

特に難しい。 

 

２－８－２ キルギスにおける野菜病害 

資料及び聞き取り調査で明らかとなった「キルギスにおける野菜病害」を野菜ごとに列記す
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ると下記のようになる。これらのうち、種子伝染性の病害については下線を付した。 

（1）トマトの病害 

トマトの病害としてはウイルス病、ファイトプラズマ病、細菌病及び菌類病がある。注

目すべき病害としては尻腐れ病が挙げられ、高温、低湿度及び土壌水分の不足で生じる。 

1）トマトモザイク病（Masaic） 

病原ウイルスはTMVやCMV 1である。 

2）トマト条斑病（Streak） 

病原はTMV、CMV、ジャガイモXウイルスの3種のウイルスのうち、いずれかの2種の

重複感染によるとされている。 

3）Big bud（ファイトプラズマ病である） 

ファイトプラズマによる病害である。病原はナス、ピーマン及びジャガイモを侵す。 

4）トマト斑点細菌病（Bacterial spot） 

病原はXanthomonas campestris pv. vesicatoriaという細菌である。種子伝染する。 

5）トマトかいよう病（Bacterial canker） 

細菌病で病原細菌はClavibacter michiganensis subsp. michiganensisというグラム陽性菌

である。トマトの代表的な種子伝染性病害である。 

6）トマト葉かび病（Leaf mold） 

トマトの重要な菌類病で、レース分化が多様である。病原はFulvia fulvaというカビであ

る。 

7）トマト白星病（Septoria leaf spot） 

本病も菌類病で、病原はSeptoria lycopersiciである。 

 

（2）キャベツの病害 

キルギスにおけるキャベツの重要病害は黒腐病、軟腐病及び苗立枯病である。 

1）キャベツ黒腐病（Black rot） 

アブラナ科野菜の代表的な細菌病であり、種子伝染性病害としても有名である。 

2）キャベツ軟腐病（Soft rot） 

野菜全体の重要病害で、病原細菌Erwinia carotovora subsp. carotovoraである。 

3）キャベツ苗立枯病（solani Küehn, Pythium debaryanum Hesse, etc.） 

4）キャベツ黒斑病（Alternaria leaf spot） 

病原はAlternaria brassicaeである。 

5）キャベツ根朽病（Black leg） 

菌類病で、病原はPhoma lingamである。 

6）キャベツ根こぶ病（Club root） 

アブラナ科野菜の代表的な土壌病害で、病原はPlasmodiophora brassicaeである。 

 

（3）ニンジンの病害 

ニンジンは特に種子の熟成中及び貯蔵中に細菌病及び菌類病が発生する。 

1）ニンジン軟腐病（Bacterial soft rot） 

野菜類全体で問題となる細菌性の難防除病害の一つで、病原細菌はErwinia carotovora 
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Hollandである。 

2）ニンジンうどんこ病（Powdery mildew） 

菌類病で病原はErysiphe heracleideである。種子伝染はしない。 

3）ニンジン黒斑病（Alternaria balck rot） 

主として根及び苗を侵すが、その他の部位にも感染する。伝染様式として種子伝染す

るが最も多いので、注意を要する。病原はAlternaria radicinaである。 

4）ニンジン菌核病（Sclerotinia rot） 

Sclerotinia sclerotiorumという菌による病害である。 

5）ニンジン灰色かび病（Grey mold） 

菌類病である。 

 

（4）タマネギの病害（Diseases in onions） 

キルギスで問題となるタマネギの病害は下記のとおりである。 

1）モザイク（Mosaic） 

ウイルス病である。 

2）タマネギ軟腐病（Bacterial soft rot） 

細菌病で、病原細菌は土壌中で長く生存する。貯蔵期間中での発生も多く、要注意で

ある。 

3）タマネギべと病（Downy mildew） 

低温性の病害で、Peronospora destructorという菌による病害である。 

4）タマネギ葉枯（Black mold） 

Stemphylium vesicariumによる菌類病である。 

5）タマネギ灰色腐敗病（Gray-mold neck rot） 

Botrytis alliiによる菌類病である。 

 

（5）ウリ科野菜の病害 

ウリ科野菜（キュウリ、メロン、スイカ、カボチャ、ポンキンなど）の病原も多様で、

ウイルス、細菌、糸状菌などが多くの病気を引き起こす。 

1）スイカモザイク病（Mosaic） 

代表的なウイルス病で、病原はcucumber virus 1である。 

2）キュウリ緑斑モザイク病（Green mottle mosaic） 

ウイルス病で、病原はcucumber green mottle mosaic virusである。 

3）キュウリ斑点細菌病（Angular spot） 

主としてキュウリの種子伝染性の重要な細菌病である。病原はPseudomonas syringae 

pv.lachrymansである。低温性の細菌病である。 

4）ウリ類ウドンコ病（Powdery mildew） 

キュウリ、ポンキン、カボチャ、メロンなどで発生する菌類病である。 

5）ウリ類炭疽病（Anthracnose） 

種子伝染することもある菌類病で、病原はColetotrichum lagenariumである。 
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6）スイカつる割病（Fusarium wilt） 

代表的な土壌伝染性の病害で、病原はFusarium oxysporum f. sp. niveumである。 

 

２－８－３ 農薬・肥料関連情報 

農業資材会社からのキルギスにおける農薬及び肥料の使用状況についての情報では、農薬は

中国系の会社はじめ、Albico社、Pestitsidy社、 Agrochemical社などが大々的に販売している。ヨ

ーロッパの大手会社の農薬（Syngentaなど）も入っている。しかし、値段が高いので、中国から

の密輸で入る農薬を使用するケースも多いという情報を得た。 

農薬登録はメーカーが書類を提出し、サンプルを試験・分析し、農薬及び植物保護局で2年間

圃場での試験を行い、その結果で登録が終了する。ただし、大手企業やロシア・カザフスタン

の企業の場合は書類のみ、あるいは少ない試験項目で登録までもっていける。 

生物農薬はほとんど使われていない。理由は即効性がないためということであった。それら

は登録はされていても、実際には使われていない。一部の篤農家はハーブ（カミツレなど）の

抽出物を使用しているとのことであった。 

種子消毒の現状：種子伝染性病害は重要である。したがって、農家には種子消毒を徹底する

ように勧告している。ロキシルやティプカナゾール（6～12％）を推奨している。農家は播種前

に種子消毒するよう、例えば麦類の黒穂病対策では国の予算で種子消毒を徹底させた結果、黒

穂病は減少した。しかし、野菜は別で、実際、野菜農家は種子消毒を行わない。 

STACは品種試験農場をもっている。また、種子会社（企業）ももっている。 

キルギスには3,600の農業企業があり、種子企業も188と多い。種子企業であれば国有地を安く

借りることができ、スーパーエリート、エリート種子を農家へ配布している。この場合、種子

生産をする業者は種子消毒を行わねばならず、必ずチェックされる。しかし、野菜種子につい

ては不要である。例えばオランダからの輸入種子（キャベツ、タマネギなど）は消毒済みなの

で、種子消毒は要求されない。国内で生産された種子については当部局の職員数も限られてお

り、実施できない。 

＊188社というのはほとんどが穀物の会社である。 

肥料に関しては、農家は化学肥料をもちろん使うが、窒素肥料が主でリンとカリはほとんど

施用しない。最近人気がある窒素肥料としてコンプレックスという葉面散布剤がある。 

しかし、硝石を土壌に入れるのが一般的である。 

一方、キルギスは放牧を中心とする家畜飼育の長い歴史があり有機農法に近い栽培を行って

いる野菜栽培農家もあった。しかも、そのような牛糞を施用した圃場では病害虫の発生が少な

かったことは特記すべきである。 

 

２－８－４ 野菜種子の輸出入にかかわる検疫手続き 

（1）野菜種子の輸出手続き 

野菜種子の輸出の手続きは比較的簡単である。下記のようなフローで行われる。 

    

1）種子の輸出に関しては申請書の提出が必要である。申請書には会社名、人の名前、ど

こからどこへ移動予定か（地域）、持っていく時期、品目の内容、出発点と行き先、名前、

どこの住所に送るか等記入する。個人であればパスポートのデータの記載も必要となる。 
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2）当局が受け付けて、一部は申請者、もう一部は当局で保管。 

3）取ったサンプルは審査官が輸出種子の所在地をチェックし、そこでサンプルを取る。 

4）検疫ラボに審査官がサンプルを持っていく。 

5）ラボで検査して大きな問題がない場合、証明書を出す。ラボラトリーの検査でもし問

題があれば相応の対応を行う。 

6）輸出許可証を出す。 

    

基本的に輸入する国でしっかりチェックしろという方針である。ラボラトリーの検査

は実際、設備やスタッフの不足で機能しているとは言い難い。実際、現場を訪問した際

の状況では実体顕微鏡による虫や混じりのチェック程度で、病原菌の培養など病理的な

チェックは行っていないようであった。 

輸出入の量の多少にかかわらずサンプルは取る。何tであろうが、少量であろうが。ラ

ボでは顕微鏡で観察する。動物の場合は獣医ラボで検査を行う。 

 

（2）野菜趣旨の輸入手続き 

野菜種子の輸入についても同様な手続きで行われる。黄色のテキストのリストに入って

いるものについては検査は不要である。例えば、オランダの会社から野菜種子を輸入する

場合、主として空港から入ってくるのであるが、検査は不要で書類の手続きだけで許可証

が発行される。入った種子はキルギスで売ることができる。 

 

２－８－５ キルギスの植物病理及び植物病理研究活動 

キルギスにおける植物保護関係者の植物病理関係者の数は多くない。大学ではキルギス農業

大学の植物保護講座、国立大学の理学部生物学科微生物及び植物生理学講座、国の機関、農薬

及び植物保護局、州の検査局、植物検疫・隔離圃場、植物検疫に関しては省と空港、国境での

税関と国内植物防疫関係者などが挙げられる。 

学会はある。科学アカデミーに植物保護の部門があったが、現在の活動は不明である。そこ

で学会員リストが作られた。会員数は昆虫学も含めて大体15名くらいであった。URLでも検索

できるかもしれない。情報のソースとして農業省の植物保護部門及び科学アカデミーのホーム

ページがある。 

農薬及び植物保護局で「作物の主要病害虫」という小冊子を発行している。これによってキ

ルギスでの病害虫の概要が把握できる。野菜の病害虫もこのなかに含まれる。 

今回の調査で旧ソ連体制下にあってはモスクワ、レニングラード、キエフ等の大学への留学

が可能であり、大学教育を受けた教育ロシア人も多く、植物病理学研究も一定のレベルにあっ

たはずであるが、現在はそのような世代が退官あるいは高齢化して、また彼らが新しい知識や

技術を得る機会が減じて若い層の弱体化が進んでいるものと考えられた。 

電子顕微鏡やPCRの機材があるか否かで大体の研究レベルは推定が可能であるが、キルギスで

は大学や国の研究機関においてもこれらがなく、旧態然とした環境下で、研究活動は活発とは

いえない。研究分野によってはヨーロッパやロシアに若い留学生を送り込んで、分子生物学的

研究を開始しようという胎動があるものの、キルギスにおけるバイテクとは組織培養のレベル

である。したがって、種子病理についてはわが国での研修が必須であり、しかもいきなり分子
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生物学ではなく、植物病理の基礎（病害診断、病原菌や細菌の分離・同定、接種試験など）か

ら進めていく必要がある。 

 

２－８－５ 所 感 

（1）種子病理以前の植物病理研究のレベルが低すぎる。 

このような状況は旧ソ連時代には研究者がロシアで教育を受けたり、実技を研修したり

して研究から種子生産の範囲で一定のレベルが保たれるはずであるが、キルギスとして独

立したあとは一種のブラックホール的な状態に陥っているものと推察された。病理部門で

電子顕微鏡が国として1台も保有していない、またアジア各国では実用面でも頻繁に使われ

るPCR法はじめ分子生物学的な手法が全く用いられていないという状況の打開は急務であ

る。 

（2）キルギスの気象条件は基本的に乾燥しており、病害の発生には不適な環境条件であり、

実際病害の発生は比較的少なかった。しかし、激発や大発生はないが種子伝染病害は確実

に発生する。キルギスでの野菜の重要病害にキャベツ黒腐病やトマトかいよう病のような

重要な種子伝染性病害が含まれているのがよい例である。また、実際に種子汚染が起こっ

ている。したがって、種子生産を国際的なレベルに引き上げ、海外に輸出する場合、大き

なリスクを抱えることとなる。 

今春、日本でパニックを起こしたスイカを初めとするウリ科野菜の果実汚斑細菌病の可

能性がある症状が市場の調査で見いだされたのは驚きであった。本病は代表的な種子伝染

性の細菌病であるが、一般に細菌病はその発生に湿度を要する。松尾氏によれば新疆ウイ

グル自治区の気候も非常に似ているようである。したがって、今後種子生産をスイカ、カ

ボチャ、メロンといったウリ科野菜の作目をターゲットにする場合、ウリ科野菜の果実汚

斑細菌病の汚染がないことを確認して輸出することが重要である。また、当然のことなが

ら無病の健全な原種から開始することが重要である。 

今回、野菜類の栽培の現地調査では種子伝染性の細菌病として、このウリ科野菜の果実

汚斑細菌病が疑われる症状をはじめ、カボチャ褐斑細菌病様病徴を観察している。しかし、

一方、キャベツでは大体どこでも発生し、特に熱帯で大きな被害をもたらすキャベツ黒腐

病が全く観察されないケース（種子はロシア産F1）もあったことから、健全種子を選択す

れば種子伝染性細菌病の管理は比較的容易と推察された。 

（3）植物検疫のシステムが実働していない。これは一見、種子の輸入・輸出がスムーズに流

れるようにみえるが、今後世界的なレベルの種子を生産し、販売する段階になった場合、

汚染種子を簡単に輸出してしまうことになり、病原にとって好適な条件が揃ったときには

病害のアウトブレイクを引き起こすこととなり、種苗会社にとって大きな問題を引き起こ

す可能性があることを意味する。 

（4）農薬の取り締まりがルーズである。中国からの密輸農薬が横行。中国の農薬は海外の農

薬コピーから自国内で開発された農薬まで多種多様であるが、農薬の安全性はじめ取り締

まりがルーズで危険な農薬も多い。「毒菜事件」が起こるほど、毒性が強いものも存在する。

JICAの北京でのプロジェクトでは農薬の危険性から身を守るため、朝からバケツに入れた

野菜を洗い流すのが日課という情報も入っている。したがって、植物保護の分野において

は農薬の安全性のチェック等を確実に行う必要がある。また、健全種子の確保と種子消毒
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の徹底が輸出用健全種子の生産には必須なので、野菜種子における種子消毒をマニュアル

化する必要がある。 

（5）以上を要するに、キルギスでは健全種子の生産に適した気候条件を生かし、輸出用の高

品質野菜種子の生産のため、種子伝染性の病害の発生調査を更に推し進めるとともに、同

国の植物保護部門における病害診断技術、防除技術などのレベルアップを図るため、特に

若い層の日本での研修が肝要である。 

 

２－９ 各国ドナー等の支援状況 

これまでキルギスにおいては、世界銀行、SIDA、スイス国際開発協力庁（Swiss Agency for 

Development and Cooperation：SDC）、FAO、USAID、GTZ等のドナーが農業分野の支援を実施して

きた。現在、SIDAのSSIへの検査技術支援等を行う種子開発プロジェクト16は終了し、SDCも2010

年に中央アジアから完全撤退している。世界銀行の支援は教育センターのIPM、Agro Business 

Competitiveness Center（ABCC）のAgriculture Productivity & Assistant Project（APAP）等への資金援

助、GTZはビジネスコンサルタント育成事業等を支援している（農業協同組合設立に係る支援は

2007年に終了17）。本調査では、種子生産に直接関連深い支援を行っているFAOとUSAID等に対し、

聞き取り調査を行った。 

（1）国連食糧農業機関（FAO） 

種子行政における政府不在のなか、FAOは現在閣議提出中の農業開発戦略書の策定作業への

技術支援、SAKとの協働による種子政策案の策定など積極的に種子政策への関与を行ってい

る。また、種子に関する2種類の事業を以下のとおり実施中である。 

1）Improving Access of Small-Scale Farmers to High Quality Seed in the Kyrgyz Republic18 

南部ジャララバード、オシュ州を対象に、オーストリアからFAOに拠出された資金により、

Pre-basic、Basic、C1、C2、一般農家の5段階で小麦、チックビーン、ヒマワリ、インゲンマ

メの種子の生産体系を形成するプログラムで、2011年7月～2013年7月まで実施中。 

本事業においてSAKはFAOとの契約の下、種子と農業機材の入手、各レベルへの種子をク

レジットとして配布、検査設備の導入、SSIへの検査機器導入と研修、及び全体の調整を行

っている。 

こうした複雑な体系の確立が必要とされるのは穀物だけであり、野菜及び野菜種子には

中間層は必要ではなく、野菜種子増産を目標とする本プロジェクトとは棲み分けがなされ

ている。 

2）Agricultural assistance to vulnerable, food insecure female-headed households19 

南部オシュ州、バト州、ジャララバード州の、低収入主婦の世帯220戸を対象に、2009～

2010年の一時中断を経て、自給用の野菜栽培や加工に関する研修のほか、トンネルタイプ

のビニールハウス、種、肥料、農薬散布機を提供している。同地域では旧ソ連時代は綿花

                                                        
16 Natural Resources Development Programme Support for a Strategic Crop Production Programme in Kyrgyzstan and Tajikistan

（2004-2010） 
17  Kyrgyzstan Cooperative Union 聞き取り。同組合はGTZの“Development of Commodity and Service Cooperatives Project

（2003-2007）”により2007年設立された。 
18 SAK聞き取り。 
19 プロジェクトコンサルタントへの聞き取り。 
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とトウモロコシの栽培のみで野菜栽培の経験はなかったが、キュウリやトマトなどの栽培

では一定の成果を上げている。 

上記プロジェクトは女性たちの貧困削減を目的とし、野菜栽培を通じた整形向上をめざ

すものであり、高度な技術を必要とする野菜種子生産への関心は低い。 

 

（2）米国国際開発庁（USAID） 

USAIDの資金によりInternational Fertilizer Development Center（IFDC）が実施している、「キ

ルギス農業投入財・企業開発プロジェクト（Kyrgyz Agro-Input Enterprise Development Project：

KAED）」（2011年10月～2012年10月）は政府の食糧安全保障重視の政策を背景に、食糧の国内

生産をめざし、麦やトウモロコシ等の穀類の種子20、農薬、化学肥料及び機材を全国から選抜

した14農場に配布している。 

上記プロジェクトと本プロジェクトの直接的な関連は低いが、KOSSでのTOTを企画するう

えでの研修参加農家の選定基準（オーナーシップがあること、農業経験、ビジネスへの姿勢

など）や、機材調達時の留意点などについてアドバイスを受けた。 

 

（3）アガ・カーン財団21 

“The Mountain Society Development Programme”の一環として、南部のオシュ州チョモライ

地区、ナリン州の山岳地域に暮らす人々300人の収入向上をめざし、農業普及を行っている。

10種類の野菜（トマト、キュウリ、ニンジン、ニンニク、キャベツなど）の有機農法による

栽培支援を実施中で、RAS、ABCCによる栽培指導のほか、温室（トンネル型）と、中規模の

温室、加工設備（洗浄と包装）を提供している。 

なお、上記プロジェクトは2012年末で終了予定であり、その後の継続的な農業技術普及の

観点から、本プロジェクトの研修や普及活動への関心は高い。 

 

                                                        
20 主にロシアからの輸入種子200tをこれまで配布している。 
21 アガ・カーン財団への聞き取り。 
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第３章 プロジェクトの基本計画 
 

事業の背景と必要性、プロジェクトの位置づけについては事業事前評価表を参照。 

 

３－１ 案件名 

輸出のための野菜種子生産振興プロジェクト 

 

３－２ 事業概要 

３－２－１ 裨益者と事業期間並びに対象種子 

（1）裨益者 

本プロジェクトは輸出可能な品質を備えた野菜種子の生産量増加を目的とする。その主

たる裨益者は、対象地域（チュイ州とタラス州）の野菜種子生産者であり、プロジェクト

終了までに約500名22の野菜種子生産者の育成をめざす。さらに、企業化促進活動は、原則

的にはKOSS研修修了者でFFSの講師となった野菜種子生産者や既に輸出を行っている種子

関連企業の人材に対し、生産者と海外委託元企業を結ぶ中間的組織（種子生産企業23）の組

織化支援を行う。また、MOAMの種子産業開発課職員に対する法整備支援、種子生産者ク

ラブメンバーへの支援、及び種子検査に関する技術移転がSSI職員等になされる予定である。 

 

（2）事業期間 

2013年の前半から2018年までの5年間を予定している。対象種子にタマネギを含める場合、

その種子は生産まで2年間要する。栽培研修を2期行うと想定する場合、最低でも5年間は必

要である、との結論に至った。 

 

（3）対象種子と選定基準 

対象種子はその選択基準として、①日本を第一優先国と想定した販売（マーケット）の

可能性、②1年で採取可能な種子（越冬用の保存倉庫が必要ない）、③農家のニーズがある

こと、③既にある程度種子生産ができる農家が存在すること、④①に関連し、輸送コスト

（日本への空輸）が見合うこと、⑤気候（気温、湿度、積雪量など）が野菜種子生産に適

していること、⑥灌漑用水が使えること、等の観点から検討がなされ、プロジェクト開始

当初としてはタマネギ、ピーマン、キュウリが選定された。 

 

３－２－２ 協力の枠組み 

（1）上位目標：対象州における野菜種子の輸出量が拡大する。 

指標： 

1）野菜種子の輸出量 

                                                        
22 10名（TOT研修＠KOSS）のうち、7×20名（FFS）＝140名×50％＝70人（野菜種子生産農家/1年次）×4年＝260名/作物×2

種類＝560名。歩留りで500名程度が現実的との算定による。 
23 種子生産企業：本プロジェクトでは、「自社農場または種子生産農家を保有/契約し、農家に対し採種技術指導を行い、生産

した種子が契約者（海外種子会社）の要求する品質（発芽率、純度、健全性）を満たし、輸出することができる組織」と定

義づけた。 
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2）輸出された野菜種子の品種数 

3）輸出先国の増加数 

 

（2）プロジェクト目標：対象州における輸出可能な品質の野菜種子の生産が増加する。 

指標： 

プロジェクト終了時までに対象州で生産される輸出可能な品質（発芽率、純潔度、健全

度）の野菜種子の生産量がXtからYtに増加する。 

 

（3）成果及び活動 

成果1：野菜種子産業振興のための実施体制が強化される。 

指標： 

1）種子生産者クラブの政策提言の数 

2）種子生産者クラブまたはSAKによる種子に関する関係者への情報発信の種類と回数 

3）SAKが実質的に行う活動の数がXからYに増える 

活動： 

1-1: 対象州における種子生産量・野菜生産量及び生産技術、種子使用状況を調査する（ベ

ースライン調査） 

1-2: 種子生産者クラブの持続的運営のための活動の立案と実施を支援する 

1-3: 種子生産者クラブにおいて種子政策・規制等について関係者が協議する定期会合を

開催し、政府に提言を行う 

1-4: 種苗協会の能力向上のためにSAKの活動の立案と実施を支援する 

1-5: 海外の種子マーケットの調査を行う（APSA参加含む） 

 

成果2：研修農場での研修とFFSにより、野菜種子生産技術が普及される。 

指標： 

1）研修修了生のうち、FFSを実施した人数 

2）研修とFFSに参加した野菜種子生産者の数 

3）2）のうち研修内容を実践して野菜種子生産を行う生産者数 

活動： 

2-1: 研修農場の圃場及び研修施設を整備する 

2-2: 研修農場において試験栽培を行う 

2-3: 2-2の結果を踏まえ種子生産マニュアルを作成する 

2-4: 研修農場スタッフ・普及スタッフ・モデル農家への種子生産（種子管理・種子調整

含む）及びFFSに係る研修を実施する 

2-5: 研修農場の運営マニュアルを作成する 

2-6: FFSの実施計画（対象地・対象作物の選定含む）を策定する 

2-7: 普及スタッフ及びモデル農家によるFFSを支援する 

2-8: 種子生産に関するFFSの効果を検証し、実施マニュアルを作成する 
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成果3：野菜種子の検査技術が改善する。 

指標： 

1）野菜種子検査の数がXからYに増える 

2）ISTAの認証に準じる熟練度試験の点数が改善する 

活動： 

3-1: 作物病虫害の調査を行い、作物病虫害マニュアルを作成する 

3-2: SSIの野菜種子検査に必要な施設を改善する 

3-3: SSI職員に対して種子病理検査に係る研修を実施する 

 

成果4：種子輸出のための種子生産の企業化が進む。 

指標：種子生産会社の数がXからYに増える 

活動： 

4-1: 野菜種子生産者に対する企業家研修の計画を策定する 

4-2: 野菜種子生産者に対する企業化研修を実施する 

4-3: 企業化研修参加者へのフォローアップセミナーを実施する 

4-4: 企業化研修参加者へのコンサルティングを実施する 

4-5: 野菜種子生産者・事業者と海外種子企業とのマッチングを支援する 

4-6: 野菜種子生産者に対する企業化ハンドブックを作成する 

 

３－３ 両国の投入 

３－３－１ 日本側 

（1）日本人専門家 

・長期：チーフアドバイザー、野菜種子生産、業務調整/研修計画等、2～3名 

・短期：野菜種子生産、農業研修、植物/種子病理、種子検査、FFS、昆虫学等 

（2）研 修 

本邦、第三国研修 

（3）供与機材 

車両、種子選別機、検査機械、発電機、育苗ハウス、F1採種ハウス、小型トラクター、

インキュベーター、停電対策用の発電機、種子のサンプルや文献資料など 

（4）ローカルコスト 

ローカルコンサルタント雇用費、プロジェクト活動費 

 

３－３－２ キルギス側 

（1）カウンターパート（C/P）配置 

MOAMからプロジェクト・ディレクター、プロジェクト・マネジャー、MOAMの種子産

業開発課から1名のほか、KOSS、SAKから職員を1名ずつC/Pとして配置。 

（2）施 設 

MOAM内にプロジェクトオフィスの設置、研修用土地、家具 

（3）ローカルコスト 

光熱費及び電気代 
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３－４ 実施体制 

３－４－１ 実施機関 

本プロジェクトはMOAMがプロジェクト実施上の責任機関となり、全体コーディネーション

を行う。プロジェクト・ディレクター及びプロジェクト・マネジャーの配置を行う。 

 

① MOAM傘下 

土地管理局（Department for Land Management） 

② SSI 

③ SAK 

④ KOSS 

 

３－４－２ カウンターパート（C/P） 

本事業では、土地管理局を主たる実施機関としながらも、その役割は法整備と関係政府機関

の機能を統合し円滑に本事業を進めていくものと限定する。現場レベルの直接的なC/P機関は、

SAK、KOSS、及びSSIとなる。 

日本人専門家のC/Pとして、MOAM土地管理局種子産業開発課から職員を1名配置する。また、

MOAM傘下のSSIも実施機関としてC/Pを配置する。また、SAKはMOAMや関係組織との調整機

関として、また実施機関として位置づけ、C/Pを1名配置する。 

KOSSも研修の実施機関としてC/Pを配置するほか、研修農場の調整と維持管理、資機材と保

管に関し責任を負う。 

本プロジェクトの実施体制は図3-1のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１ プロジェクト体制図 
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３－４－３ 合同調整委員会（Joint Coordination Committee：JCC） 

プロジェクトの効果的な実施のため、年間計画作成、進捗管理、プロジェクト実施中に生じ

る各種課題のレビュー及び意見交換を実施する。少なくとも年1回、その他必要に応じて開催す

る。 

（1）議長：MOAM 大臣（プロジェクト・ディレクター） 

（2）事務局：MOAM 大臣アドバイザー 

（3）メンバー： 

1）キルギス側 

・プロジェクト・マネジャー 

・MOAM種子産業開発課長 

・SAK会長 

・KOSS所長 

2）日本側 

・JICAキルギス事務所長 

・プロジェクト派遣日本人専門家 

・その他、JICAが必要に応じ指定した日本人関係者 

 

３－４－４ その他関係機関 

（1）種子生産者クラブ 

種子生産者クラブは2010年に設立され、政府機関職員、大学、種子生産者組合、普及NGO、

生産団体で構成された組織で、調査時現在のメンバー数は31団体/組織。本プロジェクトの

実施体制における種子生産者クラブの役割は、先行実施中の一村一品プロジェクトの「イ

シククル委員会」をモデルに、幅広い種子業界関係者がボランタリーベースで集い、本プ

ロジェクトにおける野菜種子生産及び輸出振興のための意見交換を行うプラットフォーム

の場としての役割を担う。具体的には、政策提言のための定期会合の開催のほか、種子生

産・輸出振興に係るさまざまな情報発信を行う。 

また、実施体制図のなかでは明記されていないが、検査関連の研修には、SQI職員も必要

に応じ含めることとする。 

 

（2）ルーラル・アドバイザリー・サービス（RAS） 

1995年、スイス、世界銀行の支援で設立されたNGO24。キルギス国内で唯一全国に支所が

あり、400村で普及サービスを実施している。各県に2～4名のコンサルタントが配置されて

おり全国で240名所属している。業務の一部に育種も含まれているが、実際、野菜種子は輸

入しており、その量は足りていない。また、肥料、農薬もすべて輸入しているが、有機農

業を志向している。 

RASの主たる事業は海外等のドナーからの委託による普及・調査・コンサルティングであ

り、RASへの委託費用はグループ形成、現場の実践、コンサルティング、フィードバックま

でセットで算出される。また、TOTでもスタッフへの機会費用として日当の50％が発生する。

                                                        
24 スイスの支援は2008年で終了し、現在は自己資金で運営している。 
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野菜分野のコンサルタントは15名が所属し、うち14名がキルギス系、1名が中国系である。 

本調査において、2012年から1,000人（50村×20名）に野菜種子に関する研修を行ったト

レーナー25（中国系）、16名のグループに教えるトレーナー（キルギス系）などの農場を視

察、実際にFFSが機能している様子が確認された（RASによるFFSの手法など詳細は3章5節

参照）。 

RASをはじめ農業普及トレーナーへのTOTを行う教育センター（Training, Advisory and 

Innovation Center）は2名の野菜分野の「マスタートレーナー（キルギス系）」が所属してお

り、野菜栽培に関する各種研修用教材の開発も行っている。RASの建物内に事務所はあるが、

RASからは独立した組織である。 

教育センターでは世界銀行の支援（100％）で行っているIntegrate Production Management

（IPM）を実施中であり、15人のトレーナーに対し、トマト、キュウリ等の野菜栽培に関す

るTOTをチュイ州で行っている。TOTの内容は土壌準備からマーケティングまでカバーし、

種子に関するテーマも含む。IPMで使用している野菜種子はSAK会長（の会社から）購入す

るOP種である26。15名のトレーナーと彼らがFFS方式で指導している対象はすべてキルギス

系生産者である27。 

以上のことからRASに対しては技術普及の委託先の有力候補として想定することが検討

できる。 

 

（3）Agro Business Competitiveness Center（ABCC） 

世界銀行のAgribusiness and Marketing Project（ABMP）の下2005年に設立されたABCCは、

農作物加工やマーケット分野のコンサルティング事業を担っている。2012年7月からは世界

銀行支援によりAPAPを実施中。APAPでは、約3,000名の生産者向けに穀物と牧草用肥料の

種子のためのCommunity Seed Fund事業を行い、2013年からは、女性向け野菜種子の配布も

行う。なお、ABCCでは農協事業に詳しい専門家28も擁している。 

 

３－５ プロジェクト実施上の留意点 

３－５－１ 民間と政府との関係への配慮 

民間セクターから政府に対する信頼は一般に低い。今後のプロジェクト運営はPDとPMを

MOAM内で確保しつつも実際は民間主導になると想定されているが、民間セクターと政府間の

関係に留意しつつ協力関係を築くような活動を入れることが必要。 

 

３－５－２ 民族間関係への配慮 

キルギス系の中国系、韓国系また、ウズベク系に対する対抗心は複数の聞き取り対象者から

聞こえた29。プロジェクトチーム編成や各活動で連携する組織は利益につながることから関係者

                                                        
25 RASのトレーナーは「コンサルタント」と呼称されている。面談したRAS代表は非営利団体としての立場を強調していたも

のの、ドナーから委託された普及事業を行う民間コンサルタント会社との印象が強い。 
26 種子は購入しているものの、SAKとの関係は強くない（センター代表聞き取り）。 
27 中国系、韓国系農家は既に財をなしていることから、センターの活動には入っていない（センター代表聞き取り）。 
28 JICA集団研修「中央アジア地域農民組織強化（2012年5～6月）」修了者。 
29 一方でキルギス系はロシア系には頼りがちな面もある。 
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の関心が高く、その組織、個人能力はもとより、どの民族により形成されている組織かを考慮

する必要がある。また、プロジェクトのアプローチもキルギス系を主体としたボトムアップ型、

中国、韓国系を主体とするトップレベルの生産者強化型、または両方なのか等、プロジェクト

実施においては民族的な感情や関係への十分な配慮が必要である。 

 

３－５－３ 研修対象者の選定と研修方法 

対象農家を選定する場合、選定基準の検討、実際の選定プロセスは重要である、との声が複

数の組織から聞かれた。政府、民間問わず利害関係が複雑にからまる社会のなかで、研修対象

農家がどのような形で誰になるのか、透明性を確保しつつ慎重に行うことが望まれる30。一方で、

KOSSで研修を受けた農家がFFS方式で普及するインセンティブをどう確保するかについては、

更なる検討が必要であり、普及サービス機関との連携方法やFFSでの機材の必要性、農家の負担

も合わせて要検討31。 

 

３－５－４ キルギス種苗協会（SAK）と種子生産者クラブ 

複数の種子関連会社の聞き取りから、SAKは必ずしも業界の利益を公平に代表する協会とし

ての役割は十分ではないと観察された32。SAKは本プロジェクトにとって重要な位置づけである

が、SAKとの連携関係をどの程度図るべきかは種子関連会社との関係も踏まえて留意が必要で

ある。一方で、種子生産者クラブの公平性の担保は関係者に理解されているが、その公平性の

担保に関する方法ついては、さまざまな角度から情報収集とともに検討が必要である。 

 

３－５－５ キルギス・シュガービート試験研究所（KOSS）による持続的機材利用 

KOSSに供与される機材が将来公平に民間に利用されるためにも、KOSS職員が機材を使って

研修が行えるようになること、プロジェクトが終了する前に使用に関する明確なルールづくり

と関係者による合意が必要。 

 

３－５－６ プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）の指標 

プロジェクト目標のデータ入手の可能性については本調査中でも議論されたが、少なくとも

対象州のSAKメンバーによる野菜種子収穫量は、2012年の秋以降であればデータの提供が可能

との情報をSAK会長から得た33こともあり、活動1-1のベースライン調査に向け、準備を適時開

始されることが望ましい。また、上位目標の指標である輸出量についても、キルギス税関によ

って野菜種子の輸出入量は表2-1のとおりおおむね把握されているものの、作目別の数値は存在

せず密輸もあるなか、必ずしも指標として適格な数値とはいえない。上記数値の分析はもとよ

り、プロジェクトの介入によるインパクトを測る、プロジェクトの介入後の自助努力の成果を

測るという2つの側面から、可能な限り作目別輸出量をプロジェクト開始時、終了時点双方の情

報を得ておくことが、今後のより詳細な評価につながると期待される。 

                                                        
30 特にキルギス系の優遇が必要との意見も聞かれた。 
31 機材を自前で準備できるかで実際に種子生産を行えるか否かが分かれていく可能性がある。 
32 複数の種子会社聞き取り。SAKは事務局の脆弱性等により種子業界の振興に果たすべき重要な役割を果たし切れていない、

との指摘もある（Turner, 2009）。 
33 アルファセメナ社聞き取り。 
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３－５－７ 検査に係る留意点 

全体的に検査数はそれほど多くはないし、野菜種子の検査は更に少ない状態である。そのた

め、プロジェクトで種子を生産するたびにSSIの検査官に圃場での検査も含めて検査をさせ、常

に野菜の種子検査を経験させることが重要かと思われる。また、これらの検査結果を確認する

ために、可能なら日本にサンプルを送って結果を確認することもあってもいいかと思う。 

 

３－６ 研修実施上の留意点 

３－６－１ 研修計画 

・一部キルギス人農民も野菜栽培・種子生産を開始しているが、朝鮮系・中国系キルギス人農

民に比べると技術は非常に低い。また、新規参入者と長年の経験を有する者の技術の差は大

きいので、技術支援を行うにあたっては、この技術のギャップを考慮しながら行う必要があ

る。 

・本プロジェクトは、野菜種子生産のための人材育成を行い、もって輸出可能な野菜種子の生

産増加を図るものである。ついては、野菜種子生産を担う農民への技術研修が重要な鍵とな

る。以下、研修について検討する。 

    

既に上述しているが、現在野菜栽培・種子栽培を行っている農民においても、その栽培技

術に関しては疑問とするところも多い。研修においては、野菜栽培の基礎の基礎から行う必

要がある。一方、既に野菜種子栽培を長年行っている一部の朝鮮系、中国系キルギス人にお

いては、ある程度の技術力が認められるので、技術の基礎レビューとともに交配種採種など

の高度な技術の支援も望まれる。 

KOSS研修農場での研修及び試験栽培、各地の農家への研修に関しては、下記のようなコー

ス、内容、時期が考えられる。 

（1）FFS講師研修（プロジェクト初年度。対象作物の追加がある場合、または、希望者が多い

場合は、2年次以降も適時研修） 

対象：RAS普及員、他農民への普及に意欲のある篤農家、プロジェクトC/P等合計15人前後 

研修内容：座学（圃場準備、播種、育苗、定植、施肥、灌漑、病害虫防除、授粉、採種、

追熟、種子調整、認証システム、FFS、種子契約栽培における倫理観等） 

研修期間：作付け前実施（3月ごろか）。座学（5日程度）、圃場研修（農作業に合わせて実

施）。FFSについては、座学時は簡単な概要説明、実施前に再度実施（2年次2014

年2～3月ごろか）。 

（2）中級者研修（2年次より） 

対象：既に何らかの野菜栽培・種子栽培を行っており、野菜種子生産に興味をもつ農民 各

15名前後（対象作物ごとの実施） 

研修内容：座学（圃場準備、播種、育苗、定植、施肥、灌漑、病害虫防除、授粉、採種、

追熟、種子調整、認証システム、種子契約栽培における倫理観等） 

研修期間：座学（4～5日、2月ごろか）圃場研修（農作業に合わせて研修） 

（3）上級者研修（2年次より） 

対象：既に数年にわたり野菜種子生産をしている農民各15人前後（対象作物ごとの実施） 

研修内容：座学（栽培基礎のレビュー、F1採種の理論） 
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研修期間：座学（2～3日）、圃場研修（農作業に合わせて研修） 

（4）FFS実施（2年次より） 

FFS講師研修を受けたものが講師となり、希望対象グループに対してFFSを実施。 

対象：種子栽培に興味をもつ農民グループ 約20人前後 

研修内容：圃場準備から採種まで（毎週圃場にて1回実施） 

研修期間：圃場準備から採種まで 

（5）KOSS研修農場での栽培 

・圃場研修実施のための対象作物栽培 

・輸出ポテンシャルの高い作物の採種試験栽培 

 

３－６－２ 研修実施に係る留意点 

・年一作という気候条件であるので、初年度開始前の準備が重要である。特に、野菜種子生産

に興味をもち、研修に参加する意思をもつ農民のリスト化とともにKOSS研修農場の資機材購

入・設置が必要である。 

・初年度は、研修教材（写真・ビデオ等）の作成を積極的に進める必要がある。 

・FFSによる普及部分を担うであろうRASとの早めの契約が必要である。 

・F1種子生産、固定種種子生産のための原種入手についての準備が必要である。 
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第４章 プロジェクト実施の妥当性 
 

４－１ 妥当性 

以下の観点から、本案件の妥当性は「高い」といえる。 

    

キルギスは種子生産に適した気候と水源に恵まれ、旧ソ連時代は一大種子生産地であった。他

方、旧ソ連の崩壊に伴い、種子の生産技術の更新や普及システムの構築がなされないまま、種子

生産量は著しく減少している34。近年の野菜種子輸入量は9.6t（2009年）、4.8t（2010年）、10.8t（2010

年）と推移し、野菜種子生産量は200t（2011年）程度35である。主にロシアやCIS諸国に輸出され、

その輸出量は2009年の12.0tから2010年の17.9tに上昇したが、2011年は5.6tに大幅に落ち込んだ36。 

かかる状況下で、キルギス政府は農業セクターに関する戦略書「キルギス農業産業開発戦略2020

（Agroindustrial Development Strategy of the Kyrgyz Republic till 2020）」（2012年）をFAOの支援を受

け策定し、2020年に向け農産物の競争力強化、輸出推進を政府が担い、野菜の加工品37の増産と輸

出促進は政府が支援すべき事項として挙げられている38。 

また、上記文書が閣議の承認を得るまでの暫定措置として2013～2015年版農業戦略文書が適用

されている。今般の政権交代に伴う政策に関する情報が錯そうしているなかでも主要作物である

穀物への政策上の優先度は共通して高い。一方で、キルギス最上位の開発政策文書である「中期

開発計画39（2010～2014年）」では、規制緩和、経済自由化政策、企業化促進の優先順位が高く、

民間セクター振興の方向性は打ち出されている。 

わが国の「国別援助計画（2009年）」は、市場経済化に基づく経済成長を通じた貧困削減促進を

基本方針とし、重点分野の一つとして農業発展の促進を挙げている。また、「事業展開計画（2011

年）」の重点分野「経済成長のための基盤整備」の開発課題「農業発展/地方振興」では、農地の私

有化による小農化、農業機械不足による休耕地・未収穫農作物の増加、小農への栽培技術移転体

系の不在が深刻な課題として取り上げられ、その対応方針として、農業生産力回復のための農機・

灌漑・加工施設の整備などのインフラ面、農法改善、農民組織化等ソフトインフラ改善のための

包括的施策への協力を行うとしている。さらに、本案件は既存のポテンシャルを生かした形での

地方の活性化・農村の生活改善等を視野に入れた技術協力を行う「農村開発プログラム」の一環

であるとの位置づけである。 

キルギスではもとより1995年の土地改革により、95％の農産物は民間セクターにより生産され

ており、競争性の高い農産物増産の必要性も指摘されるなか40、野菜種子産業も民間セクターが主

                                                        
34 例えばトウモロコシの種子生産量は9,000t（1990年）から171t（2004年）、アルファルファ種子の生産量は5,091t（1990年）か

ら318t（2005年）に減少している。 

出所：The Central Asia Association（Abduhakim Islamov, November 10, 2009） 
35 出所：Islamov, 2012 
36 出所：Amount of Export and Import of Seeds of Vegetable Crops（The State Custom Service, September 5, 2012） 

左記出所が公式ではあるが、種子産業開発課、SAKの聞き取りによれば、密輸も横行しており正確な輸出量の把握は不可能

とのこと。また2011年の輸出量の著しい落ち込みの一因は、2010年の政争や民族紛争によるもの、とも推察される。 
37 種子は加工品に含まれる。 
38 出所：同上 
39 出所：Medium-Term Development Program of the Kyrgyz Republic for 2010-2014（Approved with the Resolution of the Gov. of the KR 

NO.540 of Sept.2011） 
40 The Gov. of the KR, No540 
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導している。旧ソ連時代の主たる種子生産国であり、ウクライナに次いでISTA、及びAPSA加盟国

であるキルギスへの野菜種子への日本を含む諸外国からの期待は高く、既にロシア、カザフスタ

ン等CIS諸国への輸出は始まっており、更なる輸出産業へと発展するポテンシャルは非常に高い。

その一方で、ターゲットグループである野菜種子生産者の多くは小規模農家であり、高品質種子

栽培の技術に乏しく固定種を生産し、高額な外国産原種子に頼らざるを得ず、野菜種子用の農機

材等への設備投資も困難であるなどさまざまな課題を抱えており、輸出可能な種子の生産者数は

限定的であると推察されている41。一方で、本調査において従来の野菜栽培者が野菜種子の市場価

値に気づき種子栽培を開始するといった潜在的な野菜種子生産者の拡大も確認される42など高品

質の野菜種子を生産し輸出するニーズは高い。政府機関にとっても、野菜種子検査はこれまで行

われておらず、各国への輸出に向け更なる技術向上が望まれている。 

こうした生産者や国内外のニーズに基づいた野菜種子業界の振興を担うべき政府の役割が限定

的であるなか、民間セクターを中心とした野菜種子振興体制の構築から輸出を視野に入れた高品

質野菜種子生産をめざす本プロジェクトへの期待は非常に高い。 

なお、本プロジェクトでは、気候、土壌、灌漑用水等の観点から野菜種子の生産地としてポテ

ンシャルの高い北部チュイ州とタラス州を対象地域とし、増産対象野菜種子も生産者のニーズと

経験、輸出の可能性等さまざまな観点から、キュウリ、タマネギ、ピーマンをプロジェクト当初

にカバーする作物として選定されている。 

 

４－２ 有効性 

以下の観点から、本案件の有効性は「高い」といえる。 

    

本プロジェクトは対象州における輸出可能な品質の野菜種子を増産することを目的とし、①政

府に代わる民間主導の実施体制の強化、②生産者の野菜種子生産技術の向上と普及、③さまざま

な国への輸出を行う際に必要と考えられる野菜種子検査技術の向上がなされれば達成されるとの

計画であり、5年間である程度は達成されると見込まれている。他方、対象作物に2年生のタマネ

ギ種子が含まれており、実質的な研修は最大でも2回のみであることは留意が必要。また、確実に

目標達成に近づくためにも、これらのアプローチを進める際に、民族間の軋轢や政府関連組織、

SAKとの連携の仕方や方法などについて、多角的かつ注意深い検討が不可欠といえる。 

また、外部条件として、①種子生産に関連する深刻な病虫害が発生せず、②極端な異常気象が

発生しないことが付加された。本調査期間中にもチュイ州ではうどんこ病（ビート）、モザイク病

（ピーマン）が、タラス州でもウイルス病や種子のサイズが小さくなる（インゲンマメ）といっ

た病害、ビシュケクの市場でもBFBが疑われるクラック型病斑（スイカ）が確認された。キルギス

の気候は乾燥しており、病害の発生には不敵な環境であり、激発や大発生の可能性はないとされ

る43が、プロジェクト期間中に注意深い観察と感染拡大の回避への対応は必要である。 

 

                                                        
41 SAK聞き取り。密輸業者も存在することから正確な輸出量や生産者数の把握は困難。 
42 生産者聞き取り。 
43 2章8節参照。 
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４－３ 効率性 

以下の観点から、本案件の効率性は「中程度」といえる。 

    

本プロジェクトは①野菜種子産業振興のための実施体制の強化、②研修農場での研修とFFSによ

る野菜種子生産技術の普及、③野菜種子検査技術の向上、④種子輸出のための種子生産の企業化

促進の4つを目標達成のための柱とした。以下のとおり、本調査で明らかとなった現状を踏まえ、

各アウトプットを達成するため、さまざまな活動が盛り込まれた。 

 

４－３－１ 野菜種子産業振興のための実施体制の強化 

種子産業における政府の限定的かつ脆弱な役割を補完するため、官民の種子業界の対話のプ

ラットフォームとして種子生産者クラブの活性化、及び政策提言を図るべく活動を支援する。

また海外のマーケット調査を行い、種子のニーズを直接的に把握することで、海外輸出を見据

えた種子産業振興のための土台づくりを行う。 

 

４－３－２ 研修農場での研修と農民学校（FFS）による野菜種子生産技術の普及 

キルギスの野菜種子生産は、中国、韓国/朝鮮系キルギス人が主導し、遊牧の民であったキル

ギス系キルギス人は野菜栽培技術も極めて低いとみられる。中国、韓国系もF1採種技術や農機

具の乏しさ等から輸出ができるレベルの生産者はごく限られている。プロジェクトでは、こう

したさまざまなレベルでそれぞれの課題を抱える生産者に対し、段階を踏んだ研修を提供し、

レベルに沿った技術移転を行うことで、全体の底上げと、輸出レベルの高品質野菜種子生産を

めざす。 

 

４－３－３ 野菜種子検査技術向上 

野菜種子の病害虫検査が行われていない現状を踏まえ、施設や研修を通じSSI職員等の検査技

術の向上を図り、外国からの検査ニーズに応える。 

 

４－４－４ 種子輸出のための種子生産の企業化の促進 

３－２－１でも触れたとおり、種子輸出のためには生産者と海外委託元種子会社の中間的組

織としての種子生産会社が必要不可欠であり、本プロジェクトでは先進的生産者等に対し企業

化研修、ビジネスマッチング等実践的な機会を提供することで生産会社の確立をめざす。また、

ここでのビジネスマッチングは活動1-5の海外マーケティング調査と連動し、相互補完的な役割

を果たす。 

    

これらの活動を効果的効率的に進めるため、日本人専門家が種子生産における季節性等をか

んがみたうえで適時派遣され、機材供与がなされる予定である。キルギス側からもプロジェク

ト・ディレクターほかC/P等必要人員の充当、専門家用執務室、研修用土地の提供が確認された。

また、プロジェクト実施中に、企業化研修における日本センターの現地講師の活用の検討、一

村一品プロジェクトとの情報交換も効率性を高めるうえで有益と考えられる。 
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４－４ インパクト 

以下のとおり、本案件によるプラスのインパクトが期待され、若干のマイナスのインパクトが

懸念される。 

 

４－４－１ 期待されるプラスのインパクト 

（1）上位目標である野菜種子の輸出拡大は、輸出可能なレベルの種子が生産され（プロジェ

クト目標）、生産者と外国種子会社との中間をとりもつ種子生産会社が増えれば（アウトプ

ット4）、確実に見込めるものとして出現が期待される。 

（2）単に海外への野菜種子輸出が増えるのみならず、種子生産者の育成を通じ、少なくとも

生産者の野菜栽培技術は大いに向上することが見込まれており、対象州を越えた幅広い地

域での野菜栽培拡大と収入向上が期待される。 

 

４－４－２ マイナスのインパクト 

KOSS研修、FFS、本邦研修、供与機材といった、直接的に関係者への利益が生じる投入をど

の機関、どの民族に向けて行うのか？という議論が十分なされないまま進めると、プロジェク

トへの信頼性への影響ばかりでなく、民族間の軋轢が表面化する可能性は否定できない。こう

したリスクを回避するためにも、それぞれの活動における対象者、協力機関を慎重に見極める

必要がある。 

 

４－５ 持続性 

以下の観点から、本案件の持続性は中程度といえる。 

    

４－５－１ プロジェクトの計画 

本事業における「持続性」とは、「継続的にキルギス国民が高品質の野菜種子を輸出すること

ができる」状態を示すものであるとすれば、そのために、プロジェクト終了後も政府の規制的

関与が最小限にとどめられ、種子業界振興のための体制が民間セクターに確立し、民間ビジネ

スが更に活気づいていくことが必要である。本プロジェクトでは、アプトプット4が直接上位目

標達成のために組み込まれており、持続性が考慮されたデザインといえる。他方、既に輸出実

績のあるロシア、カザフスタンなどには継続的な輸出、もしくは輸出量増加の可能性は高いと

見込まれるが、日本へ輸出する場合、輸出コストなどを考慮すると、より高品質な種子が求め

られ、その達成は更に長期的展望に立たざるを得ない。 

 

４－５－２ 政策・制度 

これまでFAOを中心にさまざまなドナー支援の下農業政策案が策定され、政権交代を繰り返す

なかその取り扱いは混迷し、野菜種子に関する明確な政策は示されていない。本プロジェクト

の活動の一環として、さまざまな関係者のプラットフォームである種子生産者クラブが政策提

言を行うとの計画が組み込まれたのも、そうした背景によるものである。プロジェクトの支援

により民間セクターのニーズに応える政策が策定されるのであれば、持続的な野菜種子振興に

大きくつながると見込まれる。 
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４－５－３ 組 織 

野菜種子生産及び輸出への政府はほとんど関与なき現状は今後とも大きく変化しないものと

考えられる。また、政府の関与が最小限にとどめられることは民間セクターの要望でもある。

かかる状況において、本プロジェクトで実施体制の強化は種子生産者クラブやSAKに対して行

われるが、持続性はこれら民間セクターの関連団体や集合体がいかに継続的に種子生産者のた

めに効果的な役割を果たしていけるかに大きくよるものである。さらに、本プロジェクト活動

の一部である生産者による企業化支援は、持続的な野菜種子増産と将来的な輸出の増加をめざ

すために行われることから、実質的にアウトプット4の成功・不成功が本件の持続性に直接影響

を及ぼす。プロジェクトの前半から常に日本企業の将来の参入可能性、キルギスにおける野菜

種子栽培の優位性、CIS圏でのビジネス展開の可能性を高める活動の展開が求められる。 

 

４－５－４ 財政・予算 

将来的にも野菜種子の輸出振興の主たるプレーヤーと考えられるSAKやKOSSの財政や予算

の持続性についての検討がなされるべきである。KOSSについては、供与される予定の農業機材

をはじめ、研修施設の維持管理に関しMOAMの影響を受けずに行っていける見通しは高い44。他

方、SAKの財政や予算については不透明であり、持続性を担保できる情報はなきに等しい。今

後のSAKの財政状況について情報公開がどの程度なされるか見極めたうえで、その活動が公共

の利益のために持続的に行われるための支援をプロジェクトは進めていく必要があろう。 

 

４－５－５ 技 術 

本プロジェクトでは、政府による検査技術面での持続性は担保される必要がある。SSIはこれ

までにもSIDAの支援により設備の充実やスタッフの訓練が行われ、CIS諸国のなかでも種子の証

明書を発行する施設整備支援を行う立場にあった。本プロジェクトの技術的支援により更にそ

の能力が高まり職員により継続していけるものと見込まれる。 

また、アウトプット2、3においても各種マニュアルを作成する予定であり、こうした活動実

績に基づく資料がプロジェクト終了後も生産者やKOSSで活用されることにより、技術的な持続

性を担保する計画となっている。 

 

４－５－６ 外的要因 

生鮮野菜と比した野菜種子の価格競争力が維持されなければ輸出への増産は見込めない。周

辺国の国境の封鎖が野菜輸出へ大きなダメージを与えたことは記憶に新しく、政府による生産

者保護に関する法整備が待たれる。 

 

４－６ 貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

４－６－１ 貧 困 

キルギスのGDPは880米ドル（2010年）で、中央アジアで最も貧しい国の一つである。人口の

約32％が貧困ライン以下（2009年）、3％は極めて貧困とされる。また、人口の60％が暮らす農

村地域の貧困率（37％）は都市（22％）と比して高い。2010年4月の政変により2％貧困度が上

                                                        
44 KOSS所長聞き取り。 
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昇し、同年6月のキルギス系とウズベク系キルギス人による民族争乱でGDPの1.4％が下落した45。

本プロジェクトは高度な技術を必要とする野菜種子の生産者を増やし輸出可能なレベルの高品

質の種子を生産し、将来的には海外企業への販売をめざすことから、キルギスの貧困農家は直

接的な支援対象ではない。他方、種子栽培の技術移転を進めるうえで、野菜栽培技術を向上さ

せる必要があり、種子栽培に至らないが野菜栽培能力の向上は高く期待でき、幅広く生産者の

能力底上げに寄与する。また、KOSSでの研修はチュイ州にて行うものの、参加者はチュイ、タ

ラス州の対象州に限っていないことから、例えば、アガ・カーン財団により支援を受けた山岳

地域の野菜生産者が本プロジェクトの研修に参加することは可能であろうし、面的な広がりと

ともに貧困削減へつながると考えられる。ただし、こうした組織を越えた協力には研修等のプ

ロジェクト情報が適時伝達されることが重要であり、広報の充実が望まれる。 

 

４－６－２ ジェンダー 

女性の方が真面目に取り組む、種子の取り扱いは細かく女性に向いているとされていること

から積極的に女性を研修等の活動に受け入れる。 

 

４－６－３ 環 境 

種子生産技術として窒素やカリンなどを施肥し、悪天候のなかの栽培では春先に化学肥料も

使う。使いすぎは種子にも悪影響を及ぼすことから適量を知ることが大事。キルギス政府や農

家がめざす有機農法は成果物に対するものであり、種子生産とは関連がない。有機栽培を成功

させるために健全な種子が必要であり、有機による種子生産は非現実的である。 

 

４－６－４ 社 会 

朝鮮系、中国系キルギス人が差別を受けているとは観察されなかった。逆にこれら種子生産

者は「成功者」のイメージがあり、もともと遊牧民であったキルギス系キルギス人は野菜生産

技術から大きく後れを取っており、中国、韓国系キルギス人への心理的な差別や妬みは否定で

きない。プロジェクトは、そうした民族間の感情に常に配慮する必要があろう。 

 

４－６－５ 受益者への経済的影響 

高品質の野菜種子生産を行う場合、非常にセンシティブかつ高価な機材を必要とする場合が

あり、生産者の拡大を進める際は留意する必要がある。 

また、採取する生産者は委託元との契約に基づいていることから、別途生産した種子を委託

元以外へ販売することはできない。KOSSでの試作もテストのみである。よって、種子生産者は

種子ができるまで1年程度の無収益時期が発生することから、マイクロクレジットなど、資金サ

ポートの必要性が将来生まれる可能性がある。 

 

４－７ 過去の類似案件からの教訓の活用 

「イシククリ州コミュニティ活性化プロジェクト」「バイオガス技術普及支援計画プロジェク

ト」（ともに既に終了）では共通して、キルギス側に技術を移転すべきC/Pの不在であることによ
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る持続性の課題があった。原因として、①キルギス政府の体制が脆弱で技術移転を受ける際の追

加業務に対応できない、②農業技術の普及担当部局がない、③トップダウン式の指揮命令でC/Pが

組織のトップ以外であると物事が進まない、④プロジェクトは基本的には外部機関へ外注されて

おり、ドナー機関のプロジェクトも同様の扱いでC/Pの育成につながらない等がある。そこで本事

業では、政府のC/Pとしての役割を現実的に限定的なものとし、経済的なインセンティブをもつ民

間セクターを含む関係者を巻き込み、調整を行うプラットフォームを強化することで政府の脆弱

性を補完する方法を取り、上記類似案件の教訓を生かす。 

 



付 属 資 料 

 

１．調査日程表 

 

２．詳細計画策定調査に関する協議議事録（Minutes of Meeting：M/M） 

 

３．プロジェクトに関する討議議事録（Record of Discussions：R/D） 

 

４．キルギス種子法 
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